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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基枠、前記基枠に取着された遊技盤、並びに、前記基枠と前記遊技盤との少なくとも一
方の後方に装着され、制御基板及び前記制御基板を収容する前記基板ケースを含む制御装
置を備える前方ブロックと、
　前記前方ブロックの後方において前記前方ブロックに対して開閉可能に支持され、前記
制御装置の少なくとも一部を覆う基体を備える後方ブロックと、
　前記前方ブロックは、前記制御装置を前記基枠及び前記遊技盤の少なくとも一方に対し
て回動可能に支持すると共に前記制御装置を離脱不能に固定する支持固定機構と、
を備える遊技機であって、
　前記制御基板は、前記前方ブロック及び前記後方ブロックの少なくとも一方に装着され
た電気機器を前記基板ケースの貫通孔を通して電気的に接続するコネクタと、前記コネク
タに接続される電子部品とを含み、
　前記基板ケースは、前記コネクタの少なくとも一部を覆うコネクタ被覆部材を備え、
　前記支持固定機構は、前記基板ケースに設けられた第１係合部と前記第１係合部の回動
を許容する態様で前記第１係合部と係合する第２係合部とを含んでおり、前記第１係合部
と前記第２系合部との係合に基づいて前記第２係合部からの前記第１係合部の離脱が阻止
されることにより前記制御装置を離脱不能に固定し、
　前記第１係合部及び前記第２係合部の少なくとも一方は、所定の切断により前記第１係
合部と前記第２系合部との係合を解除可能な係合解除部を有し、
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　前記後方ブロックの前記基体は、前記係合解除部の少なくとも一部と前記コネクタ被覆
部材の少なくとも一部とを覆う、
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機及び遊技球や遊技メダルを遊技媒体とする回胴遊技機に代表され
る遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の典型的な遊技機において、遊技進行を統括的に制御する主制御基板を基板ケース
に収容した主制御装置と、遊技盤とを含む遊技ブロックと、遊技媒体を払い出す払出装置
を含む払出ブロックと、それらのブロックを互いに開閉自在に支持するブロック間支持機
構とを備えている。主制御装置は遊技ブロックの最背面側に配置されており、主制御基板
の主要な電子部品が背面側に向くように収容されている。主制御基板には、主制御基板と
他の制御基板や各種の駆動装置や各種の検出装置との連絡を取るためのコネクタが設けら
れており、コネクタは基板ケースに設けられた貫通孔を通して基板ケースの外部に露出さ
れている。主制御装置は、回動自在な取り付け台を介して遊技盤の背面側に設けられてい
る。これによって、通常時には主制御装置によって覆われて目視できない遊技盤の背面側
の部材に対する保守点検や修理が簡便に実行できる。
【０００３】
　不正に遊技媒体を獲得する目的で、主制御装置の主制御基板、特に、動作を規定するプ
ログラムや固定データを記憶するＲＯＭやそのようなＲＯＭを含む電子部品を交換して主
制御基板自体の動作を改変するする不正行為や、主制御基板のコネクタやそれに接続され
る配線の断線又は短絡させたりコネクタと配線との間に不正な基板を挿入したりして、主
制御基板に入力される信号や主制御基板から出力される信号を改変する不正行為が知られ
ている。
【０００４】
　制御動作を改変する不正行為を抑制するために、主制御装置や取り付け台は、主制御装
置が取り付け台から取り外された場合にはそれらの少なくとも一方に目視によって確認で
きる痕跡が残るように構成されている。この痕跡によって、主制御基板に対して不正な改
変が行われたか否かが簡便に判断できる。なお、基板ケースも基板ケースが開封された場
合に痕跡が残るように構成されている。また、信号状態を改変する不正行為を抑制するた
めに、少なくとも一部のコネクタをコネクタカバーで覆う構成が提案されている（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２６７７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、主制御装置や取り付け台を一体的に回動させることによって通常時にそ
れらで覆われて目視できない部材を確認できる構成において、主制御装置と取り付け台と
の間に不正な基板が挿入された場合には、取り付け台を通してしかそれらを確認できない
ためにその視認性が低下していた。また、コネクタカバーでコネクタを覆う構成である場
合には、主制御装置に覆われて通常時に目視できない部材に対する保守点検や修理等にお
いてコネクタから配線を取り外す必要が有る場合に、その操作性が低下していた。
【０００７】
　なお、上記においては、主制御装置の場合について説明したが、他の制御装置、特に遊
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技媒体の獲得に関与する制御装置についても同様である。また、上記においては、遊技機
が弾球遊技機である場合について説明したが、遊技球や遊技メダルを遊技媒体とする回胴
式遊技機等の各種の遊技機についても同様である。
【０００８】
　そこで、本発明に係る遊技機では、制御基板の動作や制御基板により送受信される信号
に対する不正な改変を行い難くする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る遊技機は、
　基枠、前記基枠に取着された遊技盤、並びに、前記基枠と前記遊技盤との少なくとも一
方の後方に装着され、制御基板及び前記制御基板を収容する前記基板ケースを含む制御装
置を備える前方ブロックと、
　前記前方ブロックの後方において前記前方ブロックに対して開閉可能に支持され、前記
制御装置の少なくとも一部を覆う基体を備える後方ブロックと、
　前記前方ブロックは、前記制御装置を前記基枠及び前記遊技盤の少なくとも一方に対し
て回動可能に支持すると共に前記制御装置を離脱不能に固定する支持固定機構と、
を備える遊技機であって、
　前記制御基板は、前記前方ブロック及び前記後方ブロックの少なくとも一方に装着され
た電気機器を前記基板ケースの貫通孔を通して電気的に接続するコネクタと、前記コネク
タに接続される電子部品とを含み、
　前記基板ケースは、前記コネクタの少なくとも一部を覆うコネクタ被覆部材を備え、
　前記支持固定機構は、前記基板ケースに設けられた第１係合部と前記第１係合部の回動
を許容する態様で前記第１係合部と係合する第２係合部とを含んでおり、前記第１係合部
と前記第２系合部との係合に基づいて前記第２係合部からの前記第１係合部の離脱が阻止
されることにより前記制御装置を離脱不能に固定し、
　前記第１係合部及び前記第２係合部の少なくとも一方は、所定の切断により前記第１係
合部と前記第２系合部との係合を解除可能な係合解除部を有し、
　前記後方ブロックの前記基体が、前記係合解除部の少なくとも一部と前記コネクタ被覆
部材の少なくとも一部とを覆う、
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機によれば、制御基板の動作や制御基板により送受信される信号に対
する不正な改変が行い難くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】遊技機の一例を表す斜視図
【図２】遊技機の一例を開放状態で表す斜視図
【図３】遊技機の一例を他の開放状態で表す斜視図
【図４】遊技機の一例を更に他の開放状態で表す斜視図
【図５】遊技機の一例を表す正面図
【図６】遊技盤の一例を表す斜視図
【図７】遊技盤の一例を表す正面図
【図８】遊技機の一例を表す斜視図
【図９】遊技機の一例を表す背面図
【図１０】遊技機の電気的な構成の一例を表すブロック図
【図１１】遊技盤の一例を表す背面図
【図１２】主制御装置及び取り付け台の一体的な回動動作の一例を表す斜視図
【図１３】主制御装置及び取り付け台の一体的な回動動作の一例を他視点で表す斜視図
【図１４】主制御装置と取り付け台との一体的な回動動作の一例を表す上面図
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【図１５】主制御装置の回動動作の一例を表す斜視図
【図１６】主制御装置の回動動作の一例を他の視点で表す斜視図
【図１７】主制御装置の回動動作の一例を表す上面図
【図１８】主制御装置の近傍の構成の一例を表す分解斜視図
【図１９】主制御装置の一例を表す分解斜視図
【図２０】主制御装置の一例を他の視点で表す分解斜視図
【図２１】主制御装置における連結固定機構の近傍の一例を表す斜視図
【図２２】主制御装置における連結固定機構の近傍の一例を表す部分切断斜視図
【図２３】主制御装置における連結固定機構の近傍の一例を表す断面図
【図２４】支持固定機構の近傍の一例を表す分解斜視図
【図２５】支持固定機構の近傍の一例を表す部分切断斜視図
【図２６】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す斜視図
【図２７】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す分解斜視図
【図２８】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す正面図
【図２９】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す横断面図
【図３０】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す部分切断斜視図
【図３１】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す縦断面図
【図３２】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す部分切断斜視図
【図３３】開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す縦断面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る遊技機の形態について説明する。なお、本発明に係る遊技機の概念的な各
種の構成について説明した後に、本発明に係る遊技機の具体的な各種の構成について説明
する。
【００１３】
　本発明に係る遊技機は、基枠、前記基枠に取着された遊技盤、並びに、前記基枠と前記
遊技盤との少なくとも一方の後方に装着され、制御基板及び前記制御基板を収容する前記
基板ケースを含む制御装置を備える前方ブロックと、前記前方ブロックの後方において前
記前方ブロックに対して開閉自在に支持され、前記制御装置の少なくとも一部を覆う基体
を備える後方ブロックとを備えている。
【００１４】
　前記前方ブロックが、前記制御装置を前記基枠及び前記遊技盤の一方に対して回動自在
に支持すると共に前記制御装置を離脱不能に固定する支持固定機構を備えている。ここで
、「前記制御装置を前記基枠及び前記遊技盤の少なくとも一方に対して回動自在に支持す
る」とは、制御装置が、基枠及び遊技盤の一方との相対位置が回動によって変化できるよ
うに支持されていることを意味しており、このような構成としては、例えば、制御装置が
支持固定機構のみを介して基枠に接続されている構成、制御装置が支持固定機構と他の部
材等を介して基枠に接続されている構成、制御装置が支持固定機構のみを介して遊技盤に
接続されている構成及び制御装置が支持固定機構と他の部材等を介して遊技盤に接続され
ている構成が挙げられる。また、「前記制御装置を離脱不能に固定する」とは、制御装置
や支持固定機構の一部が破壊されるような離脱の痕跡を残さずには、制御装置を支持固定
機構から離脱させることができないことを意味している。なお、支持固定機構の一部は、
制御装置の基板ケースと一体成形されている構成であっても、基板ケースに別部材として
固着される構成であってもよい。回動自在に支持するためには、軸体と軸受け体とを備え
る構成が一般的であるが、制御装置に軸体が接続され、基枠や遊技盤等の制御装置と異な
る部材に軸受け体が形成される構成や、その逆に、制御装置に軸受け体が接続され、基枠
や遊技盤等の制御装置と異なる部材に軸体が形成される構成とすることもできる。
【００１５】
　前記制御基板が、前記前方ブロック及び前記後方ブロックの少なくとも一方に装着され
た電気機器を前記基板ケースの貫通孔を通して電気的に接続するコネクタと、前記コネク
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タに接続される主要電子部品とを含んでいる。ここで、「電気機器」とは、各種の駆動装
置、各種の検出装置、各種の制御基板を意味する。電気機器としては、特に、遊技者によ
る遊技媒体の獲得に関与する装置であることが好ましい。また、「主要電子部品」として
は、演算処理装置、記憶装置及びそれらを一体的に含むＭＰＵ等の１チップのマイクロコ
ンピュータが挙げられる。
【００１６】
　前記基板ケースが、前記コネクタの少なくとも一部を覆うコネクタ被覆部材を備えてい
る。ここで、「前記コネクタの少なくとも一部を覆う」とは、コネクタの少なくとも一面
の少なくとも一部が他の部材を介さずに覆われていることを意味している。
【００１７】
　前記後方ブロックの前記基体が、前記支持固定機構の少なくとも一部と前記コネクタ被
覆部材の少なくとも一部とを覆っている。ここで、「前記支持固定機構の少なくとも一部
と前記コネクタ被覆部材の少なくとも一部とを覆う」とは、支持固定機構の少なくとも一
面の少なくとも一部が他の部材を介さずに覆われており、かつ、コネクタ被覆部材の少な
くとも一面の少なくとも一部が他の部材を介さずに覆われていることを意味している。な
お、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ａ」とも称す。
【００１８】
　上記の遊技機Ａであれば、制御装置が回動自在に支持固定されていることによって、制
御装置を取り外して制御基板を交換するような不正行為を抑制でき、また、前方ブロック
の背面側の構成や制御装置の取り外しの痕跡、轢いては、制御装置の取り外しの痕跡を容
易に確認することができる。また、支持固定機構の少なくとも一部が後方ブロックの基体
によって被覆されていることによって制御装置を取り外すことが困難となり、制御装置を
取り外すような不正行為が更に抑制できる。また、制御装置を回動自在に支持固定するた
めに制御装置が片持ち支持されて制御装置がずれ易くなっていたとしても、後方ブロック
が前方ブロックに対して閉鎖されている閉鎖状態において、コネクタがコネクタ被覆部材
によって被覆され、更に、コネクタ被覆部材が後方ブロックの基体によって被覆されてい
ることによって、後方ブロックの基体と制御装置との間から異物を挿入したりしてコネク
タとコネクタに接続される配線との間を断線させたり（以下、「不正接続断線」とも称す
）、同様にして配線自体を断線させたり（以下、「不正配線断線」）、コネクタと配線と
の間で不正な基板を挿入したりして（以下、「不正基板挿入」）、制御基板から送信され
る信号や制御基板で受信される信号を不正に改変したりする不正行為が確実に抑制される
。また、制御装置が回動自在に支持固定されて制御装置を前面側及び背面側から直視によ
って目視できることによって、これらの不正行為も容易に確認することができる。したが
って、保守点検等における制御装置に対する操作性を維持しつつ制御装置の動作を改変す
る不正行為を抑制できると共に、制御装置よる送受信信号を改変する不正行為を抑制でき
る。
【００１９】
　上記の遊技機Ａにおいて、
　前記後方ブロックの前記基体が、前記主要電子部品の前記制御基板からの突出側の前方
と異なる部位のみを覆い、
　前記コネクタ被覆部材が、前記コネクタにおける前記制御基板からの突出側の先端部及
び前記コネクタにおける前記主要電子部品側の側部を覆う構成であることが好ましい。な
お、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｂ」とも称す。
【００２０】
　上記の遊技機Ｂであれば、不正接続断線、不正配線断線及び不正基板挿入等の不正行為
を実行することが更に困難となる。
【００２１】
　上記の遊技機Ａ又はＢにおいて、
　前記コネクタ被覆部材が、前記基板ケースに対して着脱自在に取着されている構成であ
ることが好ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｃ」とも称す。
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【００２２】
　上記の遊技機Ｃであれば、コネクタと配線との接続状態の変更（コネクタから配線の抜
脱やコネクタへの配線の挿着）する必要がある正常な保守点検においてその操作性の低下
を抑制できる。
【００２３】
　上記の遊技機Ｃにおいて、
　前記コネクタは、前記コネクタと前記電気機器との電気的な接続を中継する配線の前記
コネクタからの抜脱及び前記配線の前記コネクタへの挿着が前記コネクタと前記コネクタ
被覆部材との対向方向への所定の挿抜距離の移動により行える構造であり、
　前記コネクタ被覆部材と前記コネクタとの前記対向方向の間隔が、前記挿抜距離未満で
ある構成であることが好ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｄ
」とも称す。
【００２４】
　上記の遊技機Ｄであれば、基板ケースに対するコネクタ被覆部材の装着状態において、
コネクタと配線との接続状態の変更が不能となり、コネクタと配線との間の断線や配線自
体の断線、コネクタと配線との間への不正な基板の挿入が更に困難となる。
【００２５】
　上記の遊技機Ａ～Ｄにおいて、
　前記後方ブロックの前記基体の一部が、前記基板ケースに対する前記コネクタ被覆部材
の離脱における移動方向の前方を覆い、
　前記後方ブロックの前記基体と前記コネクタ被覆部材との間隔が、前記基板ケースに対
する前記コネクタ被覆部材の離脱における前記移動方向への移動距離未満であることが好
ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｅ」とも称す。
【００２６】
　上記の遊技機Ｅであれば、後方ブロックを前方ブロックに対して開放しなければ、コネ
クタ被覆部材を離脱させることができないために、コネクタと配線との間の断線や配線自
体の断線、コネクタと配線との間への不正な基板の挿入が更に困難となる。
【００２７】
　上記の遊技機Ａ～Ｅにおいて、
　前記前方ブロックが、前記基枠及び前記遊技盤の少なくとも一方に回動自在に固着され
た取り付け台を備え、
　前記制御装置が、前記支持機構を介して前記取り付け台に回動自在に固着されている構
成であることが好ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｆ」とも
称す。
【００２８】
　上記の遊技機Ｆであれば、制御装置及び取り付け台を一体的に回動させて、後方ブロッ
クの基枠や遊技盤の背面側の構成を簡便に表出させることができ、また、制御装置のみを
回動させて、制御装置の裏面を表出させることができる。これによって、基枠や遊技盤の
背面側の部材の保守点検が簡便に実行でき、また、制御装置の裏側に不正な基板が装着さ
れていないかなどを簡便に確認できる。
【００２９】
　上記の遊技機Ａ～Ｆにおいて、
　前記制御基板が、前記コネクタと異なり、前記電気機器と異なる前記前方ブロック及び
前記後方ブロックの少なくとも一方に装着された少なくとも１つの付加電気機器を電気的
に接続する少なくとも１つの付加コネクタを含み、前記コネクタ及び前記少なくとも１つ
の付加コネクタを含むコネクタ群を構成する全てのコネクタが前記基板ケースの貫通孔に
挿通され、
　前記基板ケースが、前記貫通孔を前記コネクタ群のコネクタ数に対応する個数の局所貫
通孔に分割して前記貫通孔の余剰の貫通領域を低減する貫通領域制限部材を備え、
　前記コネクタ被覆部材が、前記コネクタ群を一括して覆う構成であることが好ましい。
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構成であることが好ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｇ」と
も称す。
【００３０】
　上記の遊技機Ｇであれば、複数個のコネクタに対する不正行為を簡便に抑制できる。更
に機種毎にコネクタ数やコネクタ形状が異なったとしても、貫通領域制限部材の局所貫通
孔の構成を変化させることで対応できるために汎用性が高くなる。
【００３１】
　上記の遊技機Ｇにおいて、
　前記コネクタ被覆部材が、前記基板ケースに対して着脱自在に取着されている構成であ
ることが好ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｈ」とも称す。
【００３２】
　上記の遊技機Ｈであれば、上記の遊技機Ｂと同一の効果を奏する。
【００３３】
　上記の遊技機Ｈにおいて、
　前記貫通領域規制部材が、前記コネクタ被覆部材側に突出する一対の係止爪部を含み、
　前記コネクタ被覆部材が、前記一対の係止爪部に対応する一対の貫通孔を有し、
　前記コネクタ被覆部材が、前記一対の貫通孔に連通する一対の係合筒部を備え、
　前記一対の係合筒部の各々の空洞内において、前記係止爪部と係合する段差が形成され
ている。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｉ」とも称す。
【００３４】
　上記の遊技機Ｉであれば、と貫通領域規制部材からのコネクタ被覆部材の装着や離脱が
簡便に行える。
【００３５】
　上記の遊技機Ｉにおいて、
　前記一対の係止爪部の先端が、前記基板ケースに対する前記コネクタ被覆部材の装着状
態において、前記一対の係合筒部の空洞内に配置される構成であることが好ましい。なお
、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｊ」とも称す。
【００３６】
　上記の遊技機Ｊであれば、後方ブロックを開放した状態においてコネクタ被覆部材の装
着や離脱が簡便となるが、後方ブロックを閉鎖した状態においてコネクタ被覆部材の装着
や離脱が困難となり、コネクタへの不正行為の前段として実行されるコネクタ被覆部材の
取り外しが抑制され、轢いては、コネクタへの不正行為が抑制される。
【００３７】
　上記の遊技機Ｈ～Ｊにおいて、
　前記コネクタ被覆部材が、前記貫通領域規制部材側へ突出する移動規制部を含み、
　前記貫通領域規制部材が、前記コネクタ被覆部材側へ突出し、前記貫通領域規制部材と
前記コネクタ被覆部材との対向方向に沿って前記移動規制部に対向する部位と、前記対向
方向に垂直な少なくとも一方向に沿って前記移動規制部に対向する部位とを有する移動規
制部を含む構成であることが好ましい。
　前記コネクタ被覆部材の前記貫通領域規制部材側への移動が、前記コネクタ被覆部材の
移動規制部と前記前貫通領域規制部材との当接によって規制される構成であることが好ま
しい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を「遊技機Ｋ」とも称す。
【００３８】
　上記の遊技機Ｋであれば、コネクタ被覆部材の移動が制限されるために、コネクタ被覆
部材をずらしてコネクタやコネクタに接続されている配線に対して不正な改変を行おうと
するような不正行為が抑制される。
【００３９】
　上記の遊技機Ｈ～Ｋにおいて、
　前記コネクタ被覆部は、一対の前記一対の係合筒部の各々の外力に応じた前記コネクタ
被覆部の撓みによる前記一対の係止爪部及び前記一対の係合筒部への応力を低減させる破
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損抑制部を含む構成であることが好ましい。なお、以下において、上記の構成の遊技機を
「遊技機Ｌ」とも称す。
【００４０】
　上記の遊技機Ｌであれば、コネクタ被覆部材に外力を加えてコネクタ被覆部材と貫通領
域規制部材との係合を破壊しようとしても、係止爪部又は係合筒部の破損が抑制される。
【００４１】
　本発明に係る具体的な形態について図面を参照しながら詳細に説明する。ここでは、遊
技機として弾球遊技機の具体例を挙げて説明するが、本発明の主旨から逸脱しない限り適
宜に設計が変更されてもよい。
【００４２】
　〔実施形態１〕
　実施形態１の遊技機について説明する。図１～図４は遊技機の一例を表す斜視図であり
、図１には遊技機１００の閉鎖状態が示され、図２には外枠１０１に対して前ブロック１
０２及び中間ブロック１０３が一体的に開放されている状態が示され、図３には中間ブロ
ック１０３に対して前ブロック１０２が開放されている状態が示され、図４には中間ブロ
ック１０３に対して後ブロック１０４が開放されている状態が示されている。なお、図２
～図４において各種の配線は省略されており、また、図３において遊技盤４００の詳細な
構成は省略されている。
【００４３】
　遊技機１００は、図１～図４に示されたように、外枠１０１と、前ブロック１０２と、
中間ブロック１０３と、後ブロック１０４と、外枠１０１に対して中間ブロック１０３を
開閉自在及び着脱自在に支持する中間ブロック支持機構と、中間ブロック１０３に対して
前ブロック１０２を開閉自在及び着脱自在に支持する前ブロック支持機構と、中間ブロッ
ク１０３に対して後ブロック１０４を開閉自在及び着脱自在に支持する後ブロック支持機
構とを備えている。
【００４４】
　外枠１０１は、図２に示されたように、天板１１１、底板１１２、左側板１１３及び右
側板１１４が組み付けられた略四辺形状の枠体であり、遊技機１００を設置する遊技ホー
ルに設けられた遊技機設置設備（通称、「島設備」：図示せず）に嵌め込まれると共に固
定具（図示せず）によって強固に固定される。外枠１０１は、更に、外枠１０１に対する
中間ブロック１０３の閉鎖状態において中間ブロック１０３が載置される台座板１１５を
備えている。天板１１１、底板１１２及び左側板１１３は木材であり、右側板１１４は木
材よりも剛性の高い金属材であり、台座板１１５は樹脂材である。
【００４５】
　中間ブロック支持機構は、図１に示されたように、外枠１０１に設けられた上側軸受け
構造体１２１及び下側軸構造体１２２と、中間ブロック１０３に設けられた上側軸構造体
１２６及び下側軸受け構造体１２７とを備えており、上側軸構造体１２６及び下側軸構造
体１２２が、それぞれ、上側軸受け構造体１２１及び下側軸受け構造体１２７に装着され
ることによって、中間ブロック１０３が外枠１０１に対して支持される。
【００４６】
　前ブロック支持機構は、図１又は図３に示されたように、中間ブロック１０３に設けら
れた上側軸構造体１３１（図３のみ）及び下側軸構造体１３２（図１のみ）と、前ブロッ
ク１０２に設けられた上側軸受け構造体１３３（図３のみ）及び下側軸受け構造体１３４
（図１のみ）とを備えており、上側軸受け構造体１３３及び下側軸受け構造体１３４が、
それぞれ、上側軸構造体１３１及び下側軸構造体１３２に装着されることによって、前ブ
ロック１０２が中間ブロック１０３に対して支持される。同様に、後ブロック支持機構は
、図４に示されたように、中間ブロック１０３に設けられた上側軸受け構造体１３６及び
下側軸受け構造体１３７（図８参照）と、前ブロック１０２に設けられた上側軸構造体１
３８及び下側軸構造体１３９（図８参照）とを備えており、上側軸構造体１３８及び下側
軸構造体１３９が、それぞれ、上側軸受け構造体１３６及び下側軸受け構造体１３７に装
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着されることによって、後ブロック１０４が中間ブロック１０３に対して支持される。
【００４７】
　また、遊技機１００は、外枠１０１に対する中間ブロック１０３の開閉を規制する中間
ブロック施錠機構と、中間ブロック１０３に対する前ブロック１０２の開閉を規制する前
ブロック施錠機構と、中間ブロック施錠機構及び前ブロック施錠機構の開錠や閉錠を行う
ために操作される錠開閉操作機構とを備えている。図３に示されたように、中間ブロック
１０３に設けられ、前ブロック１０２の開口１０２Ａを通して遊技機１００の前面側に露
出している錠開閉操作機構のキーシリンダ１４１（図１も参照）に対する所定の操作キー
（図示せず）による右回転操作に応じて、中間ブロック１０３に設けられた中間ブロック
施錠機構の可動爪１４３が作動し、外枠１０１に設けられた中間ブロック施錠機構の固定
爪１４２と中間ブロック１０３に設けられた中間ブロック施錠機構の可動爪１４３との係
合が解除されて、中間ブロック１０３は外枠１０１に対して開閉許容状態となる。一方、
キーシリンダ１４１に対する所定の操作キーによる左回転操作に応じて、中間ブロック１
０３に設けられた前ブロック施錠機構の可動爪１４４と前ブロック１０２に設けられた前
ブロック施錠機構の固定爪１４５との係合が解除されて、前ブロック１０２は中間ブロッ
ク１０３に対して開閉許容状態となる。
【００４８】
　また、遊技機１００は、中間ブロック１０３に対する後ブロック１０４の開閉を規制す
る後ブロック開閉規制機構を備えている。後ブロック開閉規制機構は、図２及び図４に示
されたように、３つの開閉規制部１５０Ａ～１５０Ｃで構成され、それらの各々において
、中間ブロック１０３に設けられ、後ブロック１０４に形成された開口１０４Ａを通して
遊技機１００の背面側に突出している回動片１５１に対する回転操作に応じて、回動片１
５１が開口１０４Ａを通過できない開閉禁止位置から回動片１５１が開口１０４Ａを通過
できる開閉許容位置へ移動すると、中間ブロック１０３と回動片１５１とによる後ブロッ
ク１０４に形成された被挟持片１５２の挟持が解除されて、後ブロック１０４は中間ブロ
ック１０３に対して開閉許容状態となる。
【００４９】
　また、遊技機１００は、中間ブロック１０３から前ブロック１０２への遊技球の移動を
規制する遊技球移動規制機構を備えている。遊技球移動規制機構は、図３に示されたよう
に、中間ブロック１０３に設けられ、前面ブロック１０２側へ付勢された流下規制片１６
１と、前ブロック１０２に設けられた規制変更突起１６２とを備えており、中間ブロック
１０３から前ブロック１０２への遊技球の移動は、中間ブロック１０３に対する前ブロッ
ク１０２の閉鎖状態において流下規制片１６１が規制変更突起１６２により中間ブロック
１０２側へ押圧された移動許容位置に位置することによって許容され、一方、中間ブロッ
ク１０３に対する前ブロック１０２の開放状態において流下規制片１６１が規制変更突起
１６２による押圧が解除されて前ブロック１０２側へ突出する移動禁止位置に位置するこ
とによって禁止される。
【００５０】
　また、遊技機１００は、前ブロック１０２における後述の中央パネル２２０と中間ブロ
ック１０３における後述の遊技盤４００との間隔の一定性を厳密化する間隔規制機構を備
えている。間隔規制機構は、図３に示されたように、中央パネル２２０に設けられ、前ブ
ロック１０２の背面側において中間ブロック１０３と前面ブロック１０２との開閉軸側に
突出する突出片１７１と、中間ブロック１０３に設けられ、中間ブロック１０３の正面側
においてその開閉軸側と反対側に突出する突出片１７２とを備えており、中間ブロック１
０３に対する前ブロック１０２の閉鎖方向への移動に伴って突出片１７１が突出片１７２
の後方側に入り込み、最終的に中間ブロック１０３に対する前ブロック１０２の閉鎖状態
において突出片１７１の前面と突出片１７２の後面とが押圧状態で当接する。
【００５１】
　また、遊技機１００は、図２に示されたように、外枠１０１に対して中間ブロック１０
３が開放されているか閉鎖されているか否かを検出する開閉検出スイッチ１０８と、図３
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に示されたように、中間ブロック１０３に対して前ブロック１０２が閉鎖されているか否
かを検出する開閉検出スイッチ１０９とを備えている。
【００５２】
　前ブロック１０２は、図１及び図３に示されたように、開口２０１Ａ（図３のみ）を有
する基枠２０１と、基枠２０１の前面側に設けられ、開口２０１Ａの一部に連通する開口
２１０Ａ（図１のみ）を有する前面パネル２１０と、開口２０１Ａを塞ぐように基枠２０
１の背面側に設けられた中央パネル２２０と、遊技球を貯留する主貯留機構２３０（図１
のみ）と、遊技球を貯留する補助貯留機構２４０（図１のみ）と、主貯留機構２３０に貯
留されている遊技球を順次に遊技盤４００（図３のみ）に発射するために遊技者によって
操作される発射操作装置２５０（図１のみ）とを備えている。
【００５３】
　前面パネル２１０は、図１に示されたように、開口２１０Ａの周縁の開口周縁部２１１
と、開口周縁部２１１の下方において前方に突出し、主貯留機構２３０が配置される上側
突出部２１７と、上側突出部２１７の下方において前方に突出し、補助貯留機構２４０が
配置される下側突出部２１８と、下側突出部２１８の右方において概ね平坦であり、発射
操作装置２５０が配置される平坦部２１９とを含んでいる。
【００５４】
　中央パネル２２０は、図１又は図３に示されたように、基枠２０１の後方側から取着さ
れるパネル枠２２１（図３のみ）と、パネル枠２２１に嵌め込まれた光透過性の前方板２
２２（図１のみ）と、パネル枠２２１に前方板２２２と所定の間隙を隔てて略平行に嵌め
込まれた光透過性の後方板２２３（図３のみ）とを備えている。なお、上述の間隔規制機
構の突出片１７１は、パネル枠２２１と一体形成されている。
【００５５】
　主貯留機構２３０は、図１に示されたように、遊技球の流入口２３１Ａ、流出口（図示
せず）及び流出口より上流側に形成される放出口（図示せず）を有する貯留桶２３１と、
放出口の開閉により貯留桶２３１から放出される遊技球の放出先を流出口と放出口との間
で切り換える球抜き機構と、その球抜き機構を作動させる球抜き操作部材２３２とを備え
ている。遊技進行に応じて獲得した遊技球や後述する貸出操作装置２９２に対する貸出操
作に応じて貸し出された遊技球は主に流入口２３１Ａを通して貯留桶２３１に流入し、貯
留桶２３１に流入した遊技球は一列に整列させられながら流出口及び放出口の形成されて
いる方向（図５中の右方）へ順次に案内される。球抜き操作部材２３２に対する球抜き操
作（押下操作）が行われていない場合には遊技球は流出口を通して中間ブロック１０３に
おける後述する発射装置３３０（図３参照）に誘導される。一方、球抜き操作部材２３２
に対する球抜き操作が行われている場合には、遊技球は放出口を通して補助貯留機構２４
０（図１参照）に誘導される。
【００５６】
　補助貯留機構２４０は、図１又は図５に示されたように、遊技球の流入口２４１Ａ（図
５のみ）及び放出口２４１Ｂを有する貯留桶２４１と、放出口２４１Ｂを開閉させる球抜
き機構２４３と、その球抜き機構を作動させる球抜き操作部材２４２とを備えている。遊
技進行に応じて獲得した遊技球等は主に主貯留機構２３０に流入するが貯留桶２３１が満
杯であれば流入口２４１Ａを通して貯留桶２４１に流入し、また、球抜き操作部材２３２
に対する球抜き操作に応じて主貯留桶２３０から誘導された遊技球も流入口２４１Ａを通
して貯留桶２４１に流入する。貯留桶２４１の底面は放出口２４１Ｂに向けてすり鉢上に
傾斜しており、球抜き操作部材２４２に対する球抜き操作（右スライド操作）に応じた放
出口２４１Ｂの開放によって、貯留桶２４１に貯留されている全ての遊技球を順次に遊技
機１００の外部に放出できる。なお、球抜き操作部材２４２に対する球抜き操作によって
放出口２４１Ｂが完全に開放された場合には、球抜き操作部材２４２に対する復帰操作（
押圧操作又は微少な左スライド操作）がなされるまで、その状態に維持される。流入口２
４１Ａの奥方には貯留桶２４１に過剰に遊技球が貯留されているか否かを検出する球溢れ
検出スイッチ２４９（図１０参照）が設けられている。
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【００５７】
　発射操作装置２５０は、図１及び図５に示されたように、周縁パネル２１０の平坦部２
１９から前方に突出する台座２５１と、台座２５１の周囲に設けられた回動自在な発射ハ
ンドル２５２と、発射ハンドル２５２の回転操作量を検出する可変抵抗器２５３（図１０
参照）と、発射ハンドル２５２に遊技者が接触していることを検出する接触センサ２５４
（図１０参照）と、遊技者によって操作され、発射ハンドル２５２の回転操作に伴う遊技
球の射出を無効化する発射停止スイッチ２５５（図５のみ）とを含んでいる。遊技者によ
る発射ハンドル２５２の回転操作に応じて、その回転操作量に対応する強度で発射装置３
３０（図３参照）から遊技球が射出される。なお、接触センサ２５４によって発射ハンド
ル２５２と遊技者との接触が検出されていない場合や、発射停止スイッチ２５５の操作に
よって発射操作が無効化されている場合には、発射ハンドル２５２が回転操作されていて
も発射装置３３０から遊技球は射出されない。
【００５８】
　前ブロック１０２は、基枠２０１に設けられ、前面パネル２１０の開口周縁部２１１の
奥方に配置された発光装置群を備えており、枠発光装置群は、図５に示されたように、開
口周縁部２１１における上方中央部２１１Ａ、上方中央部２１１Ａの左方の上方左角部２
１１Ｂ、上方中央部２１１Ａの右方の上方右角部２１１Ｃ、上方左角部２１１Ｂの下方の
左中間部２１１Ｄ及び上方左角部２１１Ｂの下方の右中間部２１１Ｅのそれぞれに対応し
て配置された上中央枠発光装置２７１、左上枠発光装置２７２、右上枠発光装置２７３、
左中間枠発光装置２７４及び右中間枠発光装置２７５（図１０参照）で構成されている。
【００５９】
　また、前ブロック１０２は、基枠２０１に設けられ、前面パネル２１０の開口周縁部２
１１の奥方に配置された音響装置２８０を備えており、音響装置２８０は、開口周縁部２
１１に形成された左上音響出力口２１１Ａ及び右上音響出力口２１１Ｂのそれぞれの奥方
に配置された左上音響出力部２８１及び右上音響出力部２８２を備えている。
【００６０】
　また、前ブロック１０２は、図１に示されたように、上側突出部２１７に設けられた遊
技球貸出装置２９０を備えており、遊技球貸出装置２９０は、遊技機１００の側方に配置
され遊技機１００の構成要素でないカードユニット（図示せず）に投入された紙幣やカー
ド等の残額に応じた数値を表示する度数表示装置（図示せず）と、遊技球の貸し出しを受
ける際に遊技者によって操作される貸出操作装置２９２と、カードユニットに投入された
紙幣やカード等を返却させる際に遊技者によって操作される返却操作装置２９３とを含ん
でいる。カードユニットに紙幣やカード等の投入によってそれらの金額に対応する数値が
度数表示装置に表示されている有効状態において貸出操作装置２９２に対して貸出操作が
行われると、貸出操作に応じて所定の個数の遊技球が後ブロック１０４の払出装置５４０
から貸し出され、遊技球の貸し出しに伴って度数表示装置の表示が更新される。一方、有
効状態において返却操作装置２９３に対して返却操作が行われると、返却操作に応じて残
額に対応する紙幣の等価物や残額を記録したカードがカードユニットから返却される。
【００６１】
　中間ブロック１０３は、図３又は図４に示されたように、開口（図示せず）を有する基
枠３０１と、基枠３０１の前面側に取着されて開口を覆う遊技盤４００（図３のみ）と、
基枠３０１に対して遊技盤４００を回動自在及び着脱自在に支持する遊技盤支持機構と、
基枠３０１に対して遊技盤４００の位置を固定する遊技盤固定機構と、遊技盤４００に遊
技球を射出する発射装置３３０（図３のみ）と、遊技盤４００の背面側に設けられた取り
付け台３６０（図４のみ）と、取り付け台３６０に装着された遊技進行を統括的に制御す
る主制御装置３７０（図４のみ）と、主制御装置３７０からの命令に基づいて遊技演出や
状態報知を制御する副制御装置３９０（図４のみ）とを備えている。
【００６２】
　基枠３０１には、払出装置５４０（図８参照）から放出された遊技球を前ブロック１０
２に誘導する誘導通路３０１Ａや前ブロック１０２の基枠２０１に設けられた枠発光装置
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２７１～２７５や音響装置２８０と主制御装置３７０や副制御装置３９０とを電気的に接
続するための配線（図示せず）や信号中継装置（図示せず）が挿通される遊技盤４００の
切り欠きに基づく開孔３０１Ｂが形成されている。
【００６３】
　遊技盤４００は、図６及び図７に示されたように、排出口４０１Ａ等の各種の貫通孔を
有する平板状の基体４０１と、基体４０１の左下から右上に亘り滑らかに湾曲し、後述す
る発射装置３３０から発射された遊技球を誘導する外レール４０２と、基体４０１の右下
から左上に亘り滑らかに湾曲する内レール４０３と、内レール４０３の左上側の先端に取
着され、外レール４０２及び内レール４０３が平行に対向する部分で形成される発射通路
４０１Ｂから放出された遊技球が発射通路４０１Ｂに戻ることを防止する戻り球防止機構
４０４と、外レール４０２の右上側の先端に取着され、遊技盤４００の中央を越えて左側
に移動するような遊技球の大幅な反跳を防止する反跳防止部材４０５と、発射通路４０２
を構成する部分の外レール４０２の外縁を保護する保護部材４０６とを備えている。図３
に示されたように、発射装置３３０から発射通路４０１Ｂへ遊技球を誘導する誘導部材３
３５と外レール４０２との間には間隙があり、発射装置３３０から発射されたが戻り球防
止機構４０４を超えるに至らず発射通路４０１Ｂを逆戻りする遊技球は、基枠２０１に形
成され、この間隙の下方に配置される戻り球通路２０１Ｂを介して流入口２４１Ｂ（図５
参照）から補助貯留機構２４０（図５参照）に返却される。なお、概ね外レール４０２及
び内レール４０３とで区画され、戻り球防止機構４０４を超えた遊技球が移動可能な略円
形状の遊技領域に設けられる構造物については後述する。
【００６４】
　遊技盤支持機構は、図３に示されたように、保護部材４０６に設けられた支軸部３１１
（図７も参照）と、基枠３０１に形成され、遊技盤４００の基体４０１の一部が載置され
る載置部３１２及び支軸部３１１と係合する軸受け部３１３とで構成され、遊技盤４００
を回転自在かつ着脱自在に支持している。遊技盤４００が回動自在に支持されている場合
において、所定の角度以上だけ回転させた後に、基体４０１における載置部３１２と当接
する部位を支点として遊技盤４００を回転軸から傾けると、支軸部３１１と軸受け部３１
３との係合が外れる。これによって、遊技盤４００を基枠３０１から離脱させることがで
きる。逆に、遊技盤４００を基枠３０１に装着する場合には、遊技盤４００の所定の部位
を載置部３１２に載置した後に、支軸部３１１を軸受け部３１３に係合させる。
【００６５】
　遊技盤固定機構は、基枠３０１に設けられた３つの固定具３２０Ａ～３２０Ｃ（図３に
おいて２つの固定具のみが図示されている）で構成され、それらの各々は、基枠３０１か
ら前方に突出する回動自在な回転軸体（図示せず）と、回転軸体の先端に固着され、遊技
盤４００の基体４０１に形成された切り欠き部４０１Ｃを通して通過できない挿抜禁止配
位と切り欠き部４０１Ｃを通して通過できる挿抜許容配位とをとる回動片３２２と、回動
片３２２より後方に配置された押圧板（図示せず）と、回動片３２２が挿抜禁止配位であ
る場合に押圧板を回動片３２２側に付勢する付勢体（図示せず）とを備えている。遊技盤
４００が基枠３０１に固定されている着脱禁止状態において、回動片３２２は、切り欠き
部４０１Ｃを通して基体４０１の前方に突出すると共に挿抜禁止配位となっており、基体
４０１は、回動片３２２と押圧板とによって押圧状態で挟持されている。これによって、
基枠３０１に対する遊技盤４００の前後方向の位置決めが正確に行えるために、誘導部材
３３５から発射通路４０１Ｂへの遊技球の移動が阻害されることを防止できる。回動片３
２２対する回転操作に応じて、回動片３２２が挿抜禁止配位から回動片３２２が切り欠き
部４０１Ｃを通過できる挿抜許容配位へ回転すると、付勢体からの押圧板の付勢が解除さ
れ、また、回動片３２２と押圧板とによる基体４０１の挟持が解除される。全ての固定具
３２０Ａ～３２０Ｃの回動片３２２が挿抜許容配位である場合には、基枠３０１に対して
遊技盤４００が回動自在になる。逆に、遊技盤４００を基枠３０１に固定する場合には、
全ての固定具３２０Ａ～３２０Ｃの回動片３２２が挿抜許容配位である状態で、遊技盤４
００を回転させて各回動片を切り欠き部４０１Ｃに挿通させた後に、全ての固定具３２０
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Ａ～３２０Ｃの回動片３２２を挿抜禁止配位に回転させる。
【００６６】
　発射装置３３０は、図３に示されたように、主貯留機構２３０に貯留されている遊技球
を順次に発射位置に送り出す球送り機構３３１と、球送り機構３３１を駆動する球送りソ
レノイド３３２（図１０参照）と、発射位置に配置された遊技球を射出する発射機構３３
３と、発射機構３３３を駆動する発射ソレノイド３３４（図１０参照）と、発射機構３３
３から発射された遊技球を遊技盤４００の発射通路４０１Ｂに誘導する誘導部材３３５と
を備えている。発射装置３３０は、上述のように発射操作装置２５０に対する発射操作に
応じて作動する。
【００６７】
　取り付け台３６０は、図４に示されたように、基枠３０１に設けられた軸受け構造体１
０（図１８参照）と取り付け台３６０に形成され、軸受け構造体１０に係合する軸構造体
２０（図１８参照）とを含む支持機構を介して、基枠３０１に対して回動自在に支持され
ている。なお、取り付け台３６０の構成は本発明の特徴部分の構成に関連するために、下
述する本発明の特徴部分の説明において別途に詳細に説明する。
【００６８】
　主制御装置３７０は、図４に示されたように、主制御基板９２０と、主制御基板９２０
を収容する２つ割り構造の基板ケース３７１とを備えている。主制御基板９２０は、開封
の痕跡を残さずには開封できないように基板ケース３７１に封止されている。基板ケース
３７１の構成は、本発明の特徴部分であるために、下述する本発明の特徴部分の説明にお
いて別途に詳細に説明する。
【００６９】
　副制御装置３９０は、副制御基板９４０と、副制御基板９４０を収容する２つ割り構造
の基板ケース３９１とを備えており、副制御基板９４０は、基板ケース３９１に封止され
ている。
【００７０】
　ここで、遊技盤４００において、基体４０１に設けられ、遊技領域に配置される各種の
構造物について詳細に説明する。図６は、遊技盤の一例を表す斜視図であり、図７は、遊
技盤の一例を表す正面図である。遊技盤４００は、図６及び図７に示されたように、遊技
球の流下方向や流下速度に変化を与える釘４１１や風車４１２等の流下変化部材と、基体
４０１の概ね中央に配置され、進入口４２０Ａ，４２０Ｂから流入した遊技球を第１始動
入賞装置４３１の近傍に誘導するセンタフレーム４２０と、センタフレーム４２０の中央
の真下に配置された第１始動入賞装置４３１と、第１始動入賞装置４３１に進入した遊技
球を検出する第１始動入賞スイッチ４４１（図１０参照）と、第１始動入賞装置４３１の
真下に配置された第２始動入賞装置４３２と、第２始動入賞装置４３２に進入した遊技球
を検出する第２始動入賞スイッチ４４２（図１０参照）と、第２始動入賞装置４３２の下
方に配置された大入賞装置４３３と、大入賞装置４３３に進入した遊技球を検出する大入
賞スイッチ４４３（図１０参照）と、第１始動装置４３５と、第１始動装置４３５に進入
した遊技球を検出する第１始動スイッチ４４５（図１０参照）と、第２始動装置４３６と
、第２始動装置４３６に進入した遊技球を検出する第２始動スイッチ４４６（図１０参照
）と、第２始動入賞装置４３２より左側に配置された２つの一般入賞装置４３８と、一般
入賞装置４３８に進入した遊技球を検出する左一般入賞スイッチ４４８（図１０参照）と
、第２始動入賞装置４３２より右側に配置された２つの一般入賞装置４３９と、一般入賞
装置４３９に進入した遊技球を検出する右一般入賞スイッチ４４９（図１０参照）とを備
えている。センタフレーム４２０、第１始動装置４３５及び第２始動装置４３６に進入し
た遊技球は遊技領域に放出されるが、第１始動入賞装置４３１、第２始動入賞装置４３２
、大入賞装置４３３及び一般入賞装置４３８，４３９に進入した遊技球は基体４０１に形
成された貫通孔を通して基体４０１の背面側に形成された回収排出通路（図示せず）に案
内される。また、第１始動入賞装置４３１、第２始動入賞装置４３２、大入賞装置４３３
及び一般入賞装置４３８，４３９に進入しなかった遊技球は排出口４０１Ａを通して回収
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排出路（図示せず）へ案内される。回収排出通路に案内された遊技球は、遊技機１００か
ら遊技機設置設備（図示せず）に設けられた遊技球循環装置に排出される。第１始動入賞
装置４３１、第２始動入賞装置４３２、大入賞装置４３３及び一般入賞装置４３８，４３
９のいずれかに遊技球が進入した場合には、進入した装置の種類に応じた所定の個数の遊
技球が払出装置５４０から払い出されることとなる。
【００７１】
　第１始動入賞装置４３１及び一般入賞装置４３８，４３９の各々は、それらへの遊技球
の進入確率を変化させず、進入した遊技球を基体４０１の背面側へ誘導する構造である。
一方、第２始動入賞装置４３２は、進入許容配位と進入禁止配位との間の移行によって進
入確率を変化させる一対の可動羽根４５２と、一対の可動羽根４５２を駆動する羽根開閉
ソレノイド４６２（図１０参照）とを備えている。一対の可動羽根４５２が進入許容配位
である場合には、第１始動入賞装置４３１と一対の可動羽根４５２との間隙を通して遊技
球は第２始動入賞装置４３２に進入できるが、一対の可動羽根４５２が進入禁止配位であ
る場合には、その間隙が遊技球が通過できない幅となるために遊技球は第２始動入賞装置
４３２に進入できない。一対の可動羽根４５２は、第１始動装置４３５及び第２始動装置
４３６のいずれかへの遊技球の進入、正確には第１始動スイッチ４４５及び第２始動スイ
ッチ４４６のいずれかによる遊技球の検出に伴う主制御基板９２０による当たり抽選に当
選した場合に、羽根開閉ソレノイド４６２の作動に応じて所定の回数及び所定の時間だけ
進入許容配位に移行する。また、大入賞装置４３３は、進入許容配位と進入禁止配位との
間の移行によって進入確率を変化させる開閉シャッタ４５３と、開閉シャッタ４５３を駆
動するシャッタ開閉ソレノイド４６３（図１０参照）を備えている。開閉シャッタ４５３
が進入許容配位である場合には、遊技球は大入賞装置４３３に進入できるが、開閉シャッ
タ４５３が進入禁止配位である場合には、遊技球は大入賞装置４３３に進入できない。開
閉シャッタ４５３は、第１始動入賞装置４３１及び第２始動入賞装置４３２のいずれかへ
の遊技球の進入、正確には第１始動入賞スイッチ４４１及び第２始動入賞スイッチ４４２
のいずれかによる遊技球の検出に伴う主制御基板９２０による大当たり抽選に当選した場
合に、シャッタ開閉ソレノイド４６３の作動に応じて所定の回数だけ進入許容配位に移行
する。
【００７２】
　また、遊技盤４００は、図７に示されたように、センタフレーム４２０に設けられ、第
１特別図柄に係る大当たり抽選に伴って、第１特別図柄を変動表示したり、第１特別図柄
を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示したりする第１特別図柄表示装置４７１と、セン
タフレーム４２０に設けられ、第２特別図柄に係る大当たり抽選に伴って、第２特別図柄
を変動表示したり、第２特別図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示したりする第２
特別図柄表示装置４７２と、センタフレーム４２０に設けられ、第１特別図柄に係る大当
たり抽選の権利の保留状態を表示する第１特別図柄保留表示装置４７６と、センタフレー
ム４２０に設けられ、第２特別図柄に係る大当たり抽選の権利の保留状態を表示する第２
特別図柄保留表示装置４７７とを備えている。第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当
たり抽選の権利は最大４つずつ保留される。なお、第１特別図柄に係る大当たり抽選の権
利が最大まで保留されている場合に、第１始動入賞装置４３１に遊技球が進入したとして
もその遊技球に対する権利は追加されない。同様に、第２特別図柄に係る大当たり抽選の
権利が最大まで保留されている場合に、第２始動入賞装置４３２に遊技球が進入したとし
てもその遊技球に対する権利は追加されない。
【００７３】
　第１特別図柄表示装置４７１は、２色のＬＥＤ４７１Ａ，４７１Ｂで構成されており、
主制御基板９２０（図１０参照）により表示が制御される。各ＬＥＤ４７１Ａ，４７１Ｂ
は、例えば赤色と緑色との２色を選択的に発光し、２つのＬＥＤ４７１Ａ，４７１Ｂの発
光色の組合せによって第１特別図柄を表現する。同様に、第２特別図柄表示装置４７２は
、２色のＬＥＤ４７２Ａ，４７２Ｂで構成されており、主制御基板９２０により表示が制
御される。各ＬＥＤ４７２Ａ，４７２Ｂは、例えば赤色と緑色との２色を選択的に発光し
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、２つのＬＥＤ４７２Ａ，４７２Ｂの発光色の組合せによって第２特別図柄を表現する。
第１特別図柄保留表示装置４７６及び第２特別図柄保留表示装置４７７は、それぞれ、２
つの単色ＬＥＤ４７６Ａ，４７６Ｂ及び２つの単色ＬＥＤ４７７Ａ，４７７Ｂの発光状態
（消灯、点灯、点滅）の組合せによって各種の抽選の権利の保留個数を表示する。
【００７４】
　また、遊技盤４００は、センタフレーム４２０に設けられ、普通図柄に係る当たり抽選
に伴って、普通図柄を変動表示したり、普通図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示
したりする普通図柄表示装置４７３と、センタフレーム４２０に設けられ、普通図柄に係
る当たり抽選の権利の保留状態を表示する普通図柄保留表示装置４７８とを備えている。
普通図柄に係る当たり抽選の権利は最大４つずつ保留される。なお、普通図柄に係る当た
り抽選の権利が最大まで保留されている場合に、第１始動装置４３５又は第２始動装置４
３６に遊技球が進入したとしてもその遊技球の進入に対する権利は追加されない。
【００７５】
　普通図柄表示装置４７３は、２色のＬＥＤ４７３Ａ，４７３Ｂで構成されており、主制
御基板９２０（図１０参照）により表示が制御される。各ＬＥＤ４７３Ａ，４７３Ｂは、
例えば赤色と緑色との２色を選択的に発光し、２つのＬＥＤ４７３Ａ，４７３Ｂの発光色
の組合せによって普通図柄を表現する。また、普通図柄保留表示装置４７８は、２つの単
色ＬＥＤ４７８Ａ，４７８Ｂの発光状態（消灯、点灯、点滅）の組合せによって抽選の権
利の保留個数を表示する。
【００７６】
　また、遊技盤４００は、センタフレーム４２０に設けられ、第１特別図柄及び第２特別
図柄のいずれかに係る大当たり抽選に伴って、装飾図柄を変動表示したり、装飾図柄を確
定表示したりする装飾図柄表示装置４７９を備えている。副制御基板９４０による制御に
基づく装飾図柄の変動表示及び確定表示は、主制御基板９２０による第１特別図柄や第２
特別図柄の変動表示及び確定表示と実質的に同期している。装飾図柄の変動表示において
は、第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示より複雑な演出が実行される。
【００７７】
　ここで、遊技盤４００に基づく遊技性について簡単に説明する。遊技状態は、大別すれ
ば、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当たり抽選の当選確率が低確率であり、大当
たり抽選に伴う第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示において時間短縮が実施されない
通常遊技状態と、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当たり抽選の当選確率が通常遊
技状態より高い高確率であり、大当たり抽選に伴う第１特別図柄や第２特別図柄の変動表
示において時間短縮が実施される確変遊技状態と、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る
大当たり抽選の当選確率が通常遊技状態と同一の低確率であり、大当たり抽選に伴う第１
特別図柄や第２特別図柄の変動表示において時間短縮が実施される時短遊技状態と、通常
遊技状態、確変遊技状態及び時短遊技状態のいずれかの遊技状態において第１特別図柄及
び第２特別図柄のいずれかに係る大当たり抽選に当選した場合に移行する特別遊技状態と
に分類される。主制御基板９２０において、大当たり抽選用の乱数、大当たり種別抽選用
の乱数、当たり抽選用の乱数、変動パターン抽選用の乱数、変動時間加算パターン抽選用
の乱数が生成されており、各種の遊技状態において、第１始動入賞装置４３１に遊技球が
進入すると、大当たり抽選用の乱数と大当たり種別抽選用の乱数が取得されて、主制御基
板９２０のＲＡＭの所定の領域に格納される。このとき、第１特別図柄又は第２特別図柄
が変動表示中や確定表示中でなければ直後に、また、第１特別図柄又は第２特別図柄が変
動表示中や確定表示中であれば、先行して獲得している全ての大当たり抽選の権利の消化
後に、その取得された大当たり抽選用の乱数と現在の遊技状態（通常遊技状態、確変遊技
状態又は時短遊技状態）に基づいて大当たり抽選に当選したか否かが判定される。大当た
り抽選に当選した場合には、更に、大当たり種別抽選用の乱数に基づいて第１特別図柄の
停止図柄が決定され、停止図柄が特定図柄に対応する図柄である場合には、特別遊技状態
に移行した後に確変遊技状態へ移行する確変大当たりとなり、停止図柄が非特定図柄に対
応する図柄である場合には、特別遊技状態に移行した後に時短遊技状態へ移行する通常大
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当たりとなる。一方、大当たり抽選に落選した場合には、停止図柄としてハズレ図柄が設
定される。
【００７８】
　第１特別図柄に係る大当たり抽選の後に、現在の遊技状態、大当たり抽選の抽選結果、
停止パターン抽選用の乱数、変動時間加算パターン抽選用の乱数、第１特別図柄及び第２
特別図柄に係る大当たり抽選の権利の保留数に基づいて、第１特別図柄の変動表示時間が
決定されると共に、装飾図柄の変動パターンが選択される。その後、第１特別図柄及び装
飾図柄の変動表示が開始され、第１特別図柄にあっては変動表示時間に亘って一定のパタ
ーンによる変動表示が継続され、装飾図柄にあっては選択された変動パターンに従った変
動表示が実行される。変動表示時間の経過に伴って第１特別図柄として停止図柄が確定表
示され、また、装飾図柄の変動表示が終了して、停止図柄が特定図柄及び非特定図柄に対
応する図柄である場合には、それぞれ、確変図柄及び時短図柄が確定表示される。第１特
別図柄及び装飾図柄の確定表示は一定時間に亘って継続される。
【００７９】
　第１特別図柄の確定表示後に、第１特別図柄の停止図柄がハズレ図柄である場合には、
遊技状態は通常遊技状態に維持され、第１特別図柄の停止図柄が特定図柄及び非特定図柄
のいずれかに対応する図柄である場合には、遊技状態は特別遊技状態に移行する。特別遊
技状態においては、大入賞装置４３３の開閉シャッタ４５３が所定の回数だけ間欠的に進
入許容配位へ移行する。開閉シャッタ４５４が進入許容配位へ移行した後に、所定の個数
（例えば、１０球）の遊技球が大入賞装置４３３に進入した場合及び所定の最大時間が経
過した場合のいずれかによって、開閉シャッタ４５４は進入禁止状態へ移行する。その後
、所定の一定時間の経過後に、再度、開閉シャッタ４５４は進入許容配位へ移行する。こ
の動作が所定の回数だけ繰り返される。なお、特別遊技状態においては、第１特別図柄及
び第２特別図柄のいずれに係る大当たり抽選も実行されない。特別遊技状態の終了後に、
今回の大当たりの種別が確変大当たりであった場合には確変遊技状態に移行し、今回の大
当たりの種別が通常大当たりであった場合には時短遊技状態に移行する。確変大当たりに
基づいて確変遊技状態に移行した場合には、次回の第１特別図柄及び第２特別図柄のいず
れかに係る大当たり抽選の当選まで確変遊技状態は維持される。一方、通常大当たりに基
づいて時短遊技状態へ移行した場合には、第１特別図柄及び第２特別図柄のいずれかに係
る大当たり抽選に当選することなく所定の回数の大当たり抽選の権利が消化されると時短
遊技状態は終了して通常遊技状態に移行する。
【００８０】
　上記においては、第１特別図柄に係る大当たり抽選について説明したが、第２特別図柄
に係る大当たり抽選についても同様であるために、第１特別図柄及び第２特別図柄をそれ
ぞれ第２特別図柄及び第１特別図柄と入れ替えて読み替えることとして重複する説明を省
略する。
【００８１】
　各種の遊技状態において、第１始動装置４３５に遊技球が進入すると、当たり抽選用の
乱数が取得されて、主制御基板９２０のＲＡＭ（図示せず）の所定の領域に格納される。
このとき、普通図柄が変動表示中や確定表示中でなければ直後に、また、普通図柄が変動
表示中や確定表示中であれば、先行して獲得している全ての当たり抽選の権利の消化後に
、その取得された当たり抽選用の乱数と現在の遊技状態（通常遊技状態、確変遊技状態又
は時短遊技状態）に基づいて当たり抽選に当選したか否かが判定される。なお、確変遊技
状態及び時短遊技状態において、当たり抽選の当選確率は通常遊技状態より高確率となっ
ている。当たり抽選に当選した場合には、停止図柄として所定の当たり図柄が設定され、
当たり抽選に当選しなかった場合には、停止図柄として所定のハズレ図柄が設定される。
当たり抽選後に、普通図柄の変動表示が開始され、通常遊技状態や特別遊技状態にあって
は所定の時間に亘って一定のパターンによる変動表示が継続され、確変遊技状態や時短遊
技状態にあっては通常遊技状態より短い所定の時間に亘って通常遊技状態と同一のパター
ンによる変動表示が継続される。遊技状態に応じた所定の時間の経過に伴って普通図柄と
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して停止図柄が一定時間に亘って確定表示される。
【００８２】
　普通図柄の確定表示後に、停止図柄が当たり図柄である場合には、第２始動入賞装置４
３２の可動羽根４５２が少なくとも１回は進入許容配位へ移行する。具体的には、通常遊
技状態や特別遊技状態における当選の場合には、可動羽根４５２が典型的には所定の回数
（例えば、１回）だけ所定の時間に亘って進入許容配位へ移行し、確変遊技状態や時短遊
技状態における当選の場合には、可動羽根４５２が典型的には通常遊技状態や特別遊技状
態より多い所定の回数（例えば、３回）だけ通常遊技状態や特別遊技状態より長い所定の
時間に亘って進入許容配位へ移行する。但し、所定の個数（例えば、１０球）の遊技球が
第２始動入賞装置４３２に進入した場合には、可動羽根４５２は強制的に進入禁止状態へ
移行し、今回の当たり抽選の当選に基づく可動羽根４５２の作動が終了する。
【００８３】
　遊技盤４００は、各種の構造物の裏側に設けられた盤面発光装置４９０（図１０参照）
を備えており、盤面発光装置４９０は、副制御装置９４０による制御に基づいて遊技進行
に伴う各種の発光演出や発光による状態報知を実行する。
【００８４】
　後ブロック１０４について説明する。図８及び図９は、それぞれ、遊技機の一例を表す
斜視図及び背面図である。後ブロック１０４は、図８及び図９に示されたように、基体５
０１と、中間ブロック１０３に対して基体５０１を開閉自在に支持する支持機構と、基体
５０１に取着され、遊技機固定設備（図示せず）から供給される遊技球を貯留する遊技球
タンク５１０と、遊技球タンク５１０の下流側において基体５０１に取着され、積層貯留
されている遊技球を２条に整流させると共に１段に整列させるタンクレール５２０と、タ
ンクレール５２０の下流側において基体５０１に取着され、タンクレール５２０から流入
した遊技球を誘導するケースレール５３０と、ケースレール５３０の下流側において基体
５０１に取着され、遊技球の払い出しや遊技球の貸し出しを実行する払出装置５４０と、
払出装置５４０の下流側において基体５０１に取着され、払出装置５４０から流出した遊
技球を基体５０１に形成された誘導通路（図示せず）に誘導する誘導部材５５０と、払出
装置５４０による遊技球の払い出しや遊技球の貸し出しを制御する払出制御装置５６０と
、外部電力を各種の装置等で必要とする所定の電圧の電力に変換して出力すると共に、発
射操作装置２５０に対する発射操作に基づく遊技球の射出を主制御基板９２０と協同して
制御する電源・発射制御装置９００と、払出制御装置５６０及び遊技球貸出装置２９０（
図１参照）と遊技機１００の側方に配置されるカードユニット（図示せず）との間の信号
を中継する中継装置９５０とを備えている。
【００８５】
　基体５０１は、樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂）により一体成型されており、略平坦状のベ
ース部５０２と、ベース部５０２よりも後方に突出した保護カバー部５０３とを含んでい
る。保護カバー部５０３は左右側方及び上方が閉鎖されかつ下方の一部のみが開放されて
いる。保護カバー部５０３の背面には、主制御装置３７０及び副制御装置３９０における
発熱の放熱性を向上させる多数の通気孔５０２Ａが形成されている。
【００８６】
　遊技球タンク５１０は、上方に開口した横長の箱型容器であり、その長手方向の一端か
ら遊技機固定設備の球循環装置（図示せず）から供給される遊技球が逐次補給される。遊
技球タンク５１０における遊技球の供給される側と異なる長手方向の一端の底面には開口
（図示せず）が形成されている。遊技球タンク５１０の底面は長手方向に緩やかに傾斜し
、遊技球タンク５１０に供給された遊技球は開口側に自重によって移動する。また、長手
方向と直交する方向（前後方向）に対して更に穏やかに傾斜し、前方側（基体５０１への
取り付け面側）に優位に遊技球を誘導する。また、遊技球タンク５１０には、球循環装置
から遊技球の供給される一端から中央近傍にかけて少なくとも一部の底部を覆う帯電防止
板５１１（図８のみ）が取着されており、帯電防止板５１１は接地電位に接続されている
。
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【００８７】
　タンクレール５２０は、遊技球タンク５１０の下方に取り付けられ、タンクレール５２
０には遊技球タンク５１０の開口を通して遊技球が流入する。タンクレール５２０は、仕
切り片（図示せず）によって仕切られた２列（２条）の樋状通路（図示せず）を形成する
桶状部材５２１と、桶状部材５２１に対して回動自在に軸支され桶状部材５２１を流下す
る遊技球の球詰まりを防止させながら２条に整流させると共に１段に整列させる一対の整
流部材５２２とを備えている。各樋状通路５２１は、下流側に向けて緩やかに傾斜してお
り、遊技球タンク５１０から流入した側と長手方向の反対側へ遊技球を誘導する。整流部
材５２２は遊技球との接触によって振り子のように動作する。
【００８８】
　ケースレール５３０は、保護カバー部５０３の一側面部に沿うように縦向きに配置され
ており、タンクレール５２０からの遊技球が流入する。ケースレール５３０には、遊技球
が勢いよく流れないように波状のうねりをもって前後左右に湾曲する２条の球通路（図示
せず）が形成されている。また、球通路の上流側には、球切れ検出スイッチ５３９が取着
されている。球切れ検出スイッチ５３９は、ケースレール５３０の内部に遊技球が十分に
ないこと、つまりケースレール５３０よりも上流側で球詰りが発生してケースレール５３
０に遊技球が補給されていない場合等を検出する。
【００８９】
　払出装置５４０は、遊技球を送り出す送出機構５４１と、送出機構を駆動する払出モー
タ５４２とを備えている。払出制御装置５６０による制御に基づく払出モータ５４２の作
動に応じて、２条の球通路に貯留されている遊技球を交互に放出する。
【００９０】
　払出制御装置５６０は、払出制御基板９３０と、払出制御基板９３０を収容する基板ケ
ースとを備えており、払出制御基板９３０は、主制御基板９２０と同様に、開封の痕跡を
残さずに開封できないように基板ケースによって実質的に封止されている。
【００９１】
　（遊技機の電気的構成及び各種制御処理）
　次に、遊技機１００の電気的構成について説明する。図１０は、遊技機の電気的構成の
一例を表すブロック図である。遊技機１００は、図１０に示されたように、電源・発射制
御装置９００、電源監視基板９１０、主制御基板９２０、払出制御基板９３０、副制御基
板９４０等の制御装置を備えている。なお、図１０において、各種の信号を中継するだけ
の回路装置については省略している。以下に、これらの主要な装置を個別に詳細に説明す
る。
【００９２】
　電源・発射制御装置９００は、遊技機１００の各部に電源供給路（図中の破線）を介し
て所定の電圧の電力を供給する電源部９０１と、発射操作装置２５０の操作に応じて発射
装置３３０の駆動を制御する発射制御部９０２と、初期化スイッチ９０７や球溢れスイッ
チ２４９の作動状態に応じてそれらから出力される強制初期化信号や球溢れ信号を中継す
る信号中継部９０３とを備えている。
【００９３】
　電源部９０１は、外部より供給される外部電力（例えば、交流２４ボルト）を取り込ん
で内部電力（例えば、直流２４ボルト）に変換すると共に、その内部電力から各種のソレ
ノイドや各種のモータ等の機器を駆動するための駆動用電圧の電力（例えば、直流１２ボ
ルト）、各種のスイッチを駆動したり制御処理を実行したりするための制御用電圧の電力
（例えば、直流５ボルト）、主制御基板９２０及び払出制御基板９３０のＲＡＭの内容を
保持させるためのバックアップ用電圧の電力等を生成して、電源監視基板９１０、主制御
基板９２０、払出制御基板９３０、副制御基板９４０等に供給する。具体的には、電源監
視基板９１０に対しては、内部電力、駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ電圧の電
力が供給され、主制御基板９２０に対しては、駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ
電圧の電力が電源監視基板９１０の電源監視部９１１を介して供給され、払出制御基板９
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３０及び副制御基板９４０に対しては、駆動用電圧及び制御用電圧の電力が直接的に供給
され、発射制御部９０２に対しては、駆動用電圧及び制御用電圧の電力が供給される。電
源部９０１には、電源スイッチ９０９が接続されており、電源スイッチ９０９がオフ状態
である場合には外部電力の取り込みが停止される。なお、電源スイッチ９０９をオフ状態
にしたり、電源スイッチ９０９を介して電源部９０１に接続される電源プラグを外部電力
供給コンセントから抜脱したりすることによって遊技機１００の内部への電力の供給が停
止する場合や、外部電力自体の供給が停止する場合を「停電状態」と総称する。なお、電
源部９０１は、停電状態の発生後においても所定の期間にわたり所定の電圧の電力を正常
に出力するように構成されている。これによって、主制御基板９２０及び払出制御基板９
３０は、現在の制御状態に復帰できるように状態を保存して制御を終了させることができ
る。
【００９４】
　発射制御部９０２は、球送りソレノイド３３２及び発射ソレノイド３３４の駆動を制御
する。なお、球送りソレノイド３３２及び発射ソレノイド３３４が駆動されることによっ
て遊技球が実際に射出される。球送りソレノイド３３２及び発射ソレノイド３３４は、所
定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が発射ハンドル２５２
に触れていることが接触センサ２５４からの接触センサ信号に基づいて検知されているこ
と、発射を停止させるための発射停止スイッチ２５５が操作されていないことを条件に、
発射制御部９０２はオン状態の発射許可信号を主制御基板９２０に出力する。また、発射
許可信号と、発射異常信号に基づいて主制御基板９２０は発射ソレノイド制御信号及び球
送りソレノイド制御信号を発射装置３３０に出力する。これにより発射装置３３０は発射
ソレノイド制御信号に応じて発射ソレノイド３３４を駆動し、その結果、発射ハンドル２
５２の回転操作量（可変抵抗器２５３の抵抗値）に応じた強さで遊技球が発射される。
【００９５】
　信号中継部９０３は、初期化スイッチ９０７が押下された場合に、主制御基板９２０へ
オン状態の強制初期化信号を出力する。なお、主制御基板９２０においては、オン状態の
強制初期化信号の受信に応じて主制御基板９２０のＲＡＭに保存された保存情報が初期化
されることとなる。また、信号中継部９０３は、球溢れスイッチ２４９が遊技球を検出し
た場合に、主制御基板９２０へオン状態の球溢れ信号を出力する。なお、主制御基板９２
０においては、オン状態の球溢れ信号の検知に基づいて払出制御基板９３０に低速払出信
号を出力することとなり、低速払出信号を受信した払出制御基板９３０は、払出装置５４
０からの遊技球の払出速度を低速化させることとなる。逆に、オフ状態の球溢れ信号の検
知に基づいて払出制御基板９３０に高速払出信号を出力することとなり、低速払出信号を
受信した払出制御基板９３０は、払出装置５４０からの遊技球の払出速度を高速化させる
こととなる。
【００９６】
　電源監視基板９１０は、電源・発射制御装置９００からの電力供給状態を監視し、停電
状態の発生に応じて、主制御基板９２０及び払出制御基板９３０へ停電信号を出力する電
源監視部９１１と、電源・発射制御装置９００と主制御基板９２０との間の電力供給及び
各種の信号の伝達を中継する信号中継部９１２とを含んでいる。電源監視部９１１は、電
源部９０１から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧
が２２ボルト未満になった場合に停電の発生と判断して、オン状態の停電信号を主制御基
板９２０及び払出制御基板９３０へ出力する。主制御基板９２０及び払出制御基板９３０
は、オン状態の停電信号の受信によって停電の発生を認識することとなる。
【００９７】
　主制御基板９２０は、遊技機１００の動作を統括的に制御する。主制御基板９２０には
、１チップマイコンとしてのＭＰＵが搭載されている。ＭＰＵは、演算処理装置としての
ＣＰＵと、ＣＰＵにより実行される各種の制御プログラムや固定データを記憶したＲＯＭ
と、制御プログラムの実行に際して一時的に各種のデータ等を記憶するＲＡＭとを含んで
いる。主制御基板９２０には、その他、タイマ回路、カウンタ回路、クロック発生回路、
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信号送受信回路などの各種回路が搭載されている。主制御基板９２０のＲＡＭは、停電状
態への移行後においても電源・発射制御装置９００からバックアップ電圧の電力供給によ
って内部データを保持（バックアップ）できる構成となっている。
【００９８】
　払出制御基板９３０は、主制御基板９２０からの指示に応じた払出装置５４０による遊
技球の払い出し動作や遊技球貸出装置２９０の操作に応じた払出装置５４０による遊技球
の貸し出し動作を制御する。払出制御基板９３０は、主制御基板９２０と同様に、１チッ
プマイコンとしてのＭＰＵ、タイマ回路、カウンタ回路、クロック発生回路、信号送受信
回路などの各種回路が搭載されている。払出制御基板９３０のＭＰＵを構成するＲＡＭも
、主制御基板９２０のＲＡＭと同様に、停電状態においても内部データを保持できる構成
となっている。
【００９９】
　副制御基板９４０は、主制御基板９２０からの指示に基づいて、各種の演出装置や各種
の発光装置や各種の音響装置等の動作を制御する。
【０１００】
　（本発明の特徴部分の説明）
　本発明の主たる特徴部分である主制御装置３７０の構成及びそれに関連する構成につい
てまとめて説明する。遊技機１００は、図４に示されたように、前ブロック１０２（〔前
方ブロック〕の一種の一部）と、中間ブロック１０３（〔前方ブロック〕の一種の一部）
と、後ブロック１０４（〔後方ブロック〕の一種）と、上側軸受け構造体１３６、下側軸
受け構造体１３７、上側軸構造体１３８及び下側軸構造体１３９を含み、中間ブロック１
０３に対して後ブロック１０４を回動自在に支持する後ブロック支持機構とを備えている
。中間ブロック１０３は、基枠３０１と基枠３０１に取着された遊技盤４００と、遊技盤
４００の背面側に取り付け台３６０を介して取着された主制御装置３７０（〔制御装置〕
の一種）とを備えている。主制御装置３７０の一部は、図８及び図９に示されたように、
後ブロック１０４の基体５０１の一部を形成する保護カバー部５０３によって被覆されて
いる。
【０１０１】
　まず、主制御装置３７０の取り付け構造について説明する。図１１は、主制御装置の近
傍を表す遊技盤の背面図である。図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）は取り付け台３６０及び主
制御装置を遊技盤に取り付けた状態を表す主制御装置の近傍の斜視図であり、図１３（Ａ
）～図１３（Ｃ）は図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）とは異なる角度から見た斜視図であり、
図１４（Ａ）はその上面図である。図１２（Ａ）、図１３（Ａ）及び図１４（Ａ）の各々
には、遊技盤４００に対する主制御装置３７０及び取り付け台３６０の閉鎖状態が表され
、図１２（Ｂ）、図１３（Ｂ）及び図１４（Ｂ）の各々には、遊技盤４００に対する主制
御装置３７０及び取り付け台３６０の一体的な開放過程における中間開放状態が表され、
図１２（Ｃ）、図１３（Ｃ）及び図１４（Ｃ）の各々には、遊技盤４００に対する主制御
装置３７０及び取り付け台３６０の一体的な開放状態が表されている。また、図１５は主
制御装置３７０の取り付け状態を表す主制御装置の近傍の斜視図であり、図１６は図１５
とは異なる角度から見た斜視図であり、図１７はその上面図である。図１５（Ａ）、図１
６（Ａ）及び図１７（Ａ）の各々には、遊技盤４００及び取り付け台３６０に対する主制
御装置３７０の閉鎖状態が表され、図１５（Ｂ）、図１６（Ｂ）及び図１７（Ｂ）の各々
には、遊技盤４００及び取り付け台３６０に対する主制御装置３７０の開放過程における
中間開放状態が表され、図１５（Ｃ）、図１６（Ｃ）及び図１６（Ｃ）の各々には、遊技
盤４００及び取り付け台３６０に対する主制御装置３７０の完全開放状態が表されている
。
【０１０２】
　中間ブロック１０３は、図１１及び図１２（Ａ）に示されたように、遊技盤４００の基
体４０１の背面側に設けられた軸受け構造体１０と、取り付け台３６０に延設され、軸受
け構造体１０の軸受け穴（図示せず）に軸支された軸構造体２０（図１２（Ａ）のみ）と



(21) JP 5440768 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

を備えている。取り付け台３６０は、軸受け構造体１０と軸構造体２０との係合によって
遊技盤４００に対して回動自在に支持されており、図１２（Ａ）、図１３（Ａ）及び図１
４（Ａ）に示されたような遊技盤４００に対する取り付け台３６０の閉鎖状態から、図１
２（Ｂ）、図１３（Ｂ）及び図１４（Ｂ）に示されたような遊技盤４００に対する取り付
け台３６０の中間開放状態（開放角度：４５度）を経て、図１２（Ｃ）、図１３（Ｃ）及
び図１４（Ｃ）に示されたような遊技盤４００に対する取り付け台３６０の完全開放状態
（開放角度：９０度）までの範囲内で回動自在である。なお、図１２（Ａ）～図１２（Ｃ
）、図１３（Ａ）～図１３（Ｃ）及び図１４（Ａ）～図１４（Ｃ）の各々においては、取
り付け台３６０と主制御装置３７０とが一体的に回動する場合が示されている。
【０１０３】
　また、中間ブロック１０３は、図１１及び図１５（Ａ）に示されたように、取り付け台
３６０から延設された軸構造体３０（図１５（Ａ）のみ）と、主制御装置３７０の基板ケ
ース３７１に延設され、軸構造体３０が挿入される軸受け穴（図示せず）を有する軸受け
構造体４０と、取り付け台３６０から主制御装置３７０側に延設された上下一対の係止爪
５１と、基板ケース３７１の上端の上方側及び下端の下方側に延設され、上下一対の係止
爪５１と係合する上下一対の係合片５２とを備えている。主制御装置３７０は、軸構造体
３０と軸受け構造体４０との係合によって、取り付け台３６０に対して回動自在に支持さ
れており、図１５（Ａ）、図１６（Ａ）及び図１７（Ａ）に示されたような遊技盤４００
に対する主制御装置３７０の閉鎖状態から、図１５（Ｂ）、図１６（Ｂ）及び図１７（Ｂ
）に示されたような遊技盤４００に対する主制御装置３７０の中間開放状態（開放角度：
４５度）を経て、図１５（Ｃ）、図１６（Ｃ）及び図１７（Ｃ）に示されたような遊技盤
４００に対する主制御装置３７０の完全開放状態（開放角度：９０度）までの範囲内で回
動自在である。なお、図１５（Ａ）～図１５（Ｃ）、図１６（Ａ）～図１６（Ｃ）及び図
１７（Ａ）～図１７（Ｃ）の各々においては、取り付け台３６０が閉鎖状態である場合が
示されている。また、主制御装置３７０は、図１５（Ａ）、図１６（Ａ）及び図１７（Ａ
）に示されたように、取り付け台３６０に対する閉鎖状態においては、上下一対の係止爪
５１と上下一対の係合片５２との係合によって、取り付け台３６０に対して回動不能に係
止されている（図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）、図１３（Ａ）～図１３（Ｃ）及び図１４（
Ａ）～図１４（Ｃ）も参照）。
【０１０４】
　ここで、主制御装置３７０の構造及び主制御装置３７０の取り付け構造について詳細に
説明する。図１８は、主制御装置の取り付け構造の一例を表す分解斜視図である。また、
図１９は、主制御装置の一例を表す分解斜視図であり、図２０は、図１９と異なる方向か
ら見た分解斜視図である。
【０１０５】
　軸受け構造体１０は、図１８に示されたように、遊技盤４００（図１１参照）に固定さ
れる第１軸受け穴形成部材１１と、第１軸受け穴形成部材１１にネジ１９等によって固着
された第２軸受け穴形成部材１２とで構成されている。第１軸受け穴形成部材１１には、
半円柱形状の太軸受け溝１１Ａと、太軸受け溝１１Ａの下方に位置し、太軸受け溝１１Ａ
より細い細軸受け溝１１Ｂとが形成されており、また、第２軸受け穴形成部材１２には、
半円柱形状の太軸受け溝１２Ａと、太軸受け溝１２Ａの下方に位置し、太軸受け溝１１Ａ
より細い細軸受け溝（図示せず）が形成されており、軸受け構造体１０の軸受け穴（図示
せず）は、太軸受け溝１１Ａ及び太軸受け溝１２Ａによって形成される太貫通穴（図示せ
ず）と、細軸受け溝１１Ｂ及び第２軸受け穴形成部材１２の細軸受け溝によって形成され
、太貫通穴と連通する細陥没穴とで構成されている。取り付け台３６０は、背枠部３６１
Ａ、背枠部３６１Ａの上端において背枠部３６１Ａから主制御装置３７０側に突出する上
誘導壁部３６１Ｂ、背枠部３６１Ａの下端において背枠部３６１Ａから主制御装置３７０
側に突出する下誘導壁部３６１Ｃ、背枠部３６１Ａにおける軸受け構造体１０側の側端か
ら主制御装置３７０と反対側に突出する支持腕部３６１Ｄ及び係合溝（図示せず）を形成
する上下一対の鉤状片３６１Ｅ（図１３（Ｃ）参照）を含む枠状部材３６１と、背枠部３
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６１Ａにおける主制御装置３７０と反対側に取着され、背枠部３６１Ａ側に開口を有する
箱状部３６９Ａ及び上下一対の鉤状片３６１Ｅに軸受け構造体１０側と反対側からの並進
移動によって係合する上下一対の突出片３６９Ｂを含む箱状部材３６９とを備えている。
【０１０６】
　支持腕部３６１Ｄの末端近傍部位には、軸受け構造体１０側に突出する軸構造体２０が
形成されている。なお、軸構造体２０は、枠状部材３６１と一体成形されている。軸構造
体２０は、支持腕部３６１Ｄから下方に突出し、円柱形状である第１太軸部２１と、第１
太軸部２１の下方に位置し、第１太軸部２１より細い円柱形状である第１細軸部２２と、
第１細軸部２２の下方に位置し、第１太軸部２１と同一太さの円柱形状である第２太軸部
２３と、第２太軸部２３の下方に位置し、下方に向けて先細る円錐台形状のテーパ部２４
と、テーパ部２４の下方に位置し、第１細軸部２２と同一太さの円柱形状である第２細軸
部２５とを含んでいる。第１太軸部２１からテーパ部２４までは、軸受け構造体１０の太
貫通穴に配置され、第２細軸部２５は、軸受け構造体１０の細陥没穴に配置される。また
、太軸受け溝１２Ａの上下方向の中間部位に形成され、太軸受け溝１１Ａ側に突出する概
ね第１細軸部２２に対応する第１半円柱形状の切り欠きを有する抜脱規制片（図示せず）
が形成されており、抜脱規制片が第１細軸部２２の周縁であって第１太軸部２１と第２太
軸部２３とが対向する空間に配置されていることによって、第１軸受け穴形成部材１１と
第２軸受け穴形成部材１２とを乖離させない限り、軸構造体２０を軸受け構造体１０の軸
受け穴から抜脱することはできない。
【０１０７】
　支持腕部３６１Ｄの付け根近傍部位には、軸構造体２０の突出方向と反対方向に突出す
る軸構造体３０（〔支持固定機構〕の一種の一部）が形成されている。なお、軸構造体３
０は、支持腕部３６１Ｄ等の取り付け台３６０と一体成形されている。軸構造体３０は、
軸構造体２０と概ね同一の構造であり、支持腕部３６１Ｄから上方側に向かって形成され
た、第１太軸部３１と、第１細軸部３２と、第２太軸部３３と、テーパ部３４と、第２細
軸部３５とを含んでいる。また、主制御装置３７０の基板ケース３７１には、軸受け構造
体４０（〔支持固定機構〕の一種の一部）が形成されている。なお、軸受け構造体４０に
ついては、主制御装置３７０の説明の後に改めて説明する。
【０１０８】
　主制御装置３７０は、図１９及び図２０に示されたように、主制御基板９２０と、主制
御基板９２０を内封する基板ケース３７１を形成する収容部材６０１及び蓋部材６０２と
、収容部材６０１に固着された一対の連結固定部材６０３と、蓋部材６０１に固着され、
一対の連結固定部材６０３と係合して収容部材６０１と蓋部材６０２とが開封の痕跡を残
さずには開封されないように連結する一対の連結固定部材６０４と、収容部材６０１と蓋
部材６０２とが開封の痕跡を残さずには開封されないように連結固定する連結固定部材６
０５と、収容部材６０１と蓋部材６０２とが開封の痕跡を残さずには開封されないように
封印する封印部材６０６とを備えている。主制御基板９２０の実装面Ｓ１（図１９のみ）
には、ＭＰＵ等の各種の電気・電子素子と、主制御基板９２０と払出制御基板９３０等の
他の制御基板とを電気的に接続するためのコネクタとが設けられている。なお、実装面Ｓ
１と反対側の非実装面Ｓ２（図２０のみ）には電気・電子部品やコネクタは設けられてい
ない。
【０１０９】
　収容部材６０１は、コネクタが挿通される貫通孔６１０Ａ以外において主制御基板９２
０の実装面Ｓ１側を覆うように主制御基板９２０を収容する桶状の基板収容部６１０と、
基板収容部６１０の上端近傍及び下端近傍からそれぞれ上方側及び下方側に延設され、収
容部材６０１と蓋部材６０２との係合に関与する上下一対の係合片部６１２（図２０には
一方の係合片部のみ図示）と、基板収容部６１０の側方に延設され、一対の連結固定部材
６０３が固着される一対の連結固定部６１３と、基板収容部６１０の側方に延設され、連
結固定部材６０５が挿通される挿通部６１５と、基板収容部６１０の側方に延設され、封
印部材６０６の一端が貼着される貼着部６１６とを含んでいる。蓋部材６０２は、主制御
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基板９２０の非実装面Ｐ２を覆う板状の蓋部６２０と、蓋部６２０の上端近傍及び下端近
傍からそれぞれ下方側及び上方側に延設され、収容部材６０１と蓋部材６０２との係合に
関与する上下複数対の係合爪部６２２（図１９のみ）と、蓋部６２０の側方に延設され、
一対の連結固定部材６０４が固着される一対の連結固定部６２４と、蓋部６２０の側方に
延設され、連結固定部材６０５が挿入される挿入部６２５と、蓋部６２０の側方に延設さ
れ、封印部材６０６の一端が貼着される貼着部６２６とを含んでいる。
【０１１０】
　主制御基板９２０の実装面Ｓ１が収容部材６０１側に向いた状態で主制御基板９２０の
一側端を位置規制壁６１１よりも収容部６１０側に挿入すれば、主制御基板９２０が収容
部６１０における正常な位置に誘導される。主制御基板９２０が正常な位置に配置されて
いる状態においてネジ６９１等で他側部の上下を固定すれば、主制御基板９２０の一側端
も位置規制壁６１１によって移動が禁止されているために、主制御基板９２０が撓むこと
なく確実に固定される。主制御基板９２０が収容部材６０１に固定された状態において一
対の係合片部６１１が蓋部６２０と上下複数対の係合爪部６２１との間に配置されるよう
に係合させて、収容部材６０１と蓋部材６０２との相対位置を並進移動（スライド）によ
って変化させることによって、主制御基板９２０が基板収容部６１０及び蓋部６２０で形
成される空間に内封される。
【０１１１】
　一対の連結固定部６１３と一対の連結固定部６２４との連結固定について説明する。図
２１は、主制御装置３７０の一例を基板ケースの開封状態で表す斜視図である。図２２は
、主制御装置３７０の一例を部分的に切断した状態で表す部分切断斜視図である。図２３
は、主制御装置３７０の一例を表す断面図である。図２２（Ａ）及び図２３（Ａ）の各々
には基板ケースの開封状態が表され、図２２（Ｂ）及び図２３（Ｂ）の各々には基板ケー
スの封鎖状態が表されている。図２１（Ａ）及び図２１（Ｂ）に示されたように、一対の
連結固定部材６０３は、一対の連結固定部６１３にネジ６９３等によって固着され、また
、一対の連結固定部材６０４は、一対の連結固定部６２４の空洞６２４Ａ（図２２（Ａ）
参照）内にネジ６９４等によって固着されている。一対の連結固定部材６０２及び一対の
連結固定部材６０３の双方は、剛性率の高い物質で構成されている。各連結固定部材６０
３には係合爪６３１（図２１（Ａ）のみ）が形成され、一方、各連結固定部材６０４には
係合爪６４１が形成されている。図２２（Ａ）及び図２３（Ａ）に示された開封状態から
収容部材６０１と蓋部材６０２との相対位置が封鎖状態へ向けて変化すると、一対の連結
固定部材６０３及び一対の連結固定部６１３が一対の連結固定部６２４の空洞６２４Ａに
進入し、一対の連結固定部材６０３の連結爪６３１が一対の連結固定部材６０４の連結爪
６４１を屈曲角度が小さくなるように弾性変形させながら挿入される。最終的に、連結爪
６３１が連結爪６４１を越えて奥方へ進行し、連結爪６３１による連結爪６４１の押圧が
解除されると、連結爪６４１が塑逆変形によって元の形状に復帰し、図２２（Ｂ）及び図
２３（Ｂ）に示されたように、連結爪６４１の先端が、連結爪６３１の先端より連結爪６
３１の屈曲端側に配置される。これによって、一旦、収容部材６０１と蓋部材６０２とが
封鎖されると、収容部材６０１と蓋部材６０２との相対位置を開封状態へ向けて変化させ
ようとしても、連結爪６３１と連結爪６４１とが係合することによって、その変化が阻止
される。したがって、収容部材６０１と蓋部材６０２とは、それらの封鎖状態への移行に
よって、自己整合的に開封不能に連結固定される。
【０１１２】
　ここで、軸受け構造体４０及び軸受け構造体４０と軸構造体３０との係合について詳細
に説明する。図２４（Ａ）及び図２４（Ｂ）は、軸受け構造体の一例を表す分解斜視図で
ある。図２５は、軸受け構造体と軸構造体との係合状態を表す図１１におけるＡ－Ａ’矢
視断面図である。
　軸受け構造体４０は、図２４に示されたように、収容部材６０１に延設された第１軸受
け形成部材４１と、蓋部材６０２に延設された第２の軸受け穴形成部材４２と、第１軸受
け形成部材４１の内部空間に配置された補強部材４３と、補強部材４３の内部空間に配置
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され、軸受け構造体４０に対する軸構造体３０の抜脱を禁止する軸固定部材４４とを備え
ている。
【０１１３】
　第１軸受け穴形成部材４１には、図２４（Ｂ）に示されたように、半円柱形状の太軸受
け溝４１Ａと、太軸受け溝４１Ａの上方に位置する直方体形状の空間形成溝４１Ｂと、太
軸受け溝４１Ａより細い半円柱形状の細軸受け溝４１Ｃとが形成されており、また、第２
軸受け穴形成部材４２には、図２４（Ａ）に示されたように、半円柱形状の太軸受け溝４
２Ａと、太軸受け溝４２Ａの上方に位置し、太軸受け溝４２Ａより細い半円柱形状の細軸
受け溝４２Ｃが形成されており、軸受け構造体４０に形成される軸受け穴４０Ａ（図２５
参照）は、太軸受け溝４１Ａ及び太軸受け溝４２Ａによって形成される円柱形状の太貫通
穴と、太軸受け溝４１Ｂ及び太軸受け溝４２Ａによって形成され、太貫通穴に連通する直
方体形状の貫通空間と、細軸受け溝４１Ｃ及び細軸受け溝４２Ｃによって形成され、貫通
空間に連通する円柱形状の細陥没穴とで構成されている。なお、軸受けとして実効的に機
能する部分は、太軸受け溝４１Ａ及び太軸受け溝４２Ａによって形成される太貫通穴と細
軸受け溝４１Ｃ及び細軸受け溝４２Ｃによって形成される細陥没穴である。
【０１１４】
　補強部材４３は、箱形状であり、太軸受け溝４１Ｂに配置されて軸固定部材４４に対す
る外力によって軸固定部材４４が変形することやその外力が収容部材６０１に印加される
ことを緩和する。軸固定部材４４は、屈曲箇所を境に一端が第２軸受け穴形成部材４２側
に傾斜している屈曲形状である。補強部材４３と軸固定部材４４とは、ネジ４９等によっ
て第１軸受け形成部材に固着される。補強部材４３及び軸固定部材４４は、少なくとも収
容部材６０１よりも剛性率の高い物質で構成されている。
【０１１５】
　図２５に示されたように、軸構造体３０が挿入された状態において、第２軸受け穴形成
部材４２側に傾斜突出している軸固定部材４４の先端が、第１細軸部３２の周縁であって
第２太軸部３３の下方に配置されている。軸受け構造体４０に軸構造体３０が挿入された
後、つまり、主制御装置３７０が取り付け台３６０に装着された後（図１１参照）に軸受
け構造体４０と軸構造体３０とを乖離させようとすれば、まず、軸固定部材４４の先端が
、第２太軸部３３に当接し、その後、軸固定部材４４の屈曲角度が大きくなるように塑性
変形すると共に第２太軸部３３との当接箇所が軸中心側に移動し、最終的に、軸固定部材
４４の先端が、第１細軸部３２と第２太軸部３３との境界部位に当接する。この状態にな
ると、更なる大きな外力を加えたとしても軸固定部材４４を更に塑性変形させることすら
極めて困難となり、軸固定部材４４が変形したり破損されたりする前に、他の部分、例え
ば、第１軸受け穴形成部材４１の一部、特に、ネジ４９を固定する部分の壁や、第１軸受
け穴形成部材４１と収容部材６０１との接続部分が破損することとなる。なお、これらの
破損し易い部位は、遊技機１００の背面側から比較的に確認し易い位置にある。また、主
制御基板９２０の故障時等の正常な目的で主制御装置３７０を取り外す場合には、図２４
（Ａ）に示されたように、第１軸受け穴形成部材４１に形成された複数の小孔を連通させ
るように切断して、補強部材４３及び軸構造体４４を一括して取り出せばよい。また、軸
受け構造体４０の軸受け穴４０Ａは、収容部材６０１と蓋部材６０３との相対的な並進移
動（スライド）による係合に伴う第１軸受け穴形成部材４１と第２軸受け穴形成部材４２
との相対的な並進移動の完了によって形成されるために、収容部材６０１と蓋部材６０３
との相対的な並進移動が完了していなければ、軸受け構造体４０に軸構造体３０を挿入す
ることもできない。逆に、軸受け構造体４０に軸構造体３０が挿入されている場合には、
第１軸受け穴形成部材４１と第２軸受け穴形成部材４２との相対的な並進移動を行うこと
ができない。
【０１１６】
　軸受け構造体４０は、図９と図１０や図２８等との比較から分かるように、第１軸受け
穴形成部材４１に設けられた複数の小孔の一部を除き、略全体が基体５０１の保護カバー
部５０３によって覆われている。また、軸受け構造体４０の保護カバー部５０２側の表面
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と保護カバー５０３の軸受け構造体４０側の表面との間隔は、主制御装置３７０を取り外
す際に補強部材４３及び軸構造体４４を一括して取り外すために必要な移動距離未満であ
る。
【０１１７】
　主制御装置３７０は、図１９及び図２０に示されたように、基板収容部６１０を貫通す
る貫通孔６１０Ａの大きさを主制御基板９２０に形成された各種のコネクタ９９を挿通さ
せるために必要な複数の貫通孔６１Ａ～６１Ｄに制限する板状の開孔規制部６１を含み、
貫通孔６１０Ａに対応させて貫通孔６１０Ａよりも主制御基板９２０側に配置された開孔
規制部材６０と、コネクタ９９を覆う屈曲形状のコネクタ被覆部７１含み、貫通孔６１０
Ａに対応させて貫通孔６１０Ａよりも主制御基板９２０と反対側に配置されたコネクタ被
覆部材７０とを備えている。開孔規制部６１の複数の貫通孔６１Ａ～６１Ｄは、挿通され
るコネクタの形状や個数に応じた構成であり、コネクタ９９と開孔規制部６１との間に余
剰の隙間が極力形成されないように形成されている。コネクタ被覆部７１は、主制御基板
９２０に搭載された全てのコネクタ９９の先端側の前方及び下方側面の前面を覆っている
。
【０１１８】
　ここで、開孔規制部材６０及びコネクタ被覆部材７０について詳細に説明する。図２６
～図２８は、それぞれ、開孔規制部材及びコネクタ被覆部材の一例を表す斜視図、分解斜
視図及び正面図である。図２９～図３１は、それぞれ、図２８におけるＢ－Ｂ’横切断面
に対する断面図、部分切断斜視図及び部分断面図であり、また、図３２及び図３３は、そ
れぞれ、Ｃ－Ｃ’横切断面に対する部分切断斜視図及び断面図である。
【０１１９】
　開孔規制部材６０は、図２６及び図２７に示されたように、開孔規制部６１と共に、開
孔規制部６１からコネクタ被覆部材７０側に突出する一対の係止爪部６２と、開孔規制部
６１からコネクタ被覆部材７０側に突出する一対の移動規制部６３と、開孔規制部６１の
下端からコネクタ被覆部材７０側に曲折しながら突出する返し壁部６４（図１９参照）と
を含んでいる。なお、各係止爪部６２、各位置規制部６３及び返し壁部６４は、開孔規制
部６１と一体成形されている。返し壁部６４の形状は、基板収容部６１０（図１９参照）
において対向する部分の形状と実質的に同一であり、貫通孔６１０Ａの下端から直線的に
主制御基板９２０に到達する経路を遮断している。
【０１２０】
　コネクタ被覆部材７０は、図２６及び図２７に示されたように、コネクタ被覆部７１と
共に、開孔規制部材６０の一対の係止爪部６２に対応して配設された一対の係合筒部７２
と、開孔規制部材６０の一対の移動規制部６３に対応して配設された一対の位置規制部６
３と、一対の係合筒部７２の各々の両側に配設された補強壁７４とを含んでいる。コネク
タ被覆部材７０には、コネクタ被覆部７１に形成された開孔と係合筒部７２の開孔とで形
成され、コネクタ被覆部材７０を貫通する貫通孔７２Ａが形成されており、この貫通孔７
２Ａに図２８に示されたように係合爪部６２が挿入されている。
【０１２１】
　図２９～図３１に示されたように、係合筒部７２の概ね中間近傍には開孔の幅を開孔規
制部材６０側に向けて小さく変更する段差が設けられており、この段差と係止爪部６２の
先端とが係合することによって開孔規制部材６０に対するコネクタ被覆部材７０の離脱方
向への移動が禁止される。なお、その装着方向への移動は、コネクタ被覆部７０、係合筒
部７２及び補強壁７４と開孔規制部材６０との当接によって規制される。また、移動規制
部７３の先端側の切り欠きに対応して移動規制部６３が配置されているために、開孔規制
部材６０に対するコネクタ被覆部材７０の上方への移動が、移動規制部７３と移動規制部
６３との当接によって規制される。なお、開孔規制部材６０に対するコネクタ被覆部材７
０の左右方向への移動は、コネクタ被覆部材７０の左右方向の先端が収容部材６０１との
当接によって規制される。また、コネクタ被覆部７１の中央上端の近傍が押圧されてコネ
クタ被覆部材７０が撓んだとしても、係合筒部７２よりも中央側に配置された補強壁７４
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がその押圧加重を受けるために、係合筒部７２や係合爪部６３への荷重が大幅に軽減され
て、係合筒部７２や係合爪部６３の破損が防止される。
【０１２２】
　開孔規制部材６０からコネクタ被覆部材７０を離脱させる場合には、ドライバ等の操作
器具を貫通孔７２Ａの貫通方向から挿入して一対の係止爪部６２を撓ませた状態で、コネ
クタ被覆部材７０の上端を摘んでコネクタ被覆部材７０を離脱方向へ移動させる。係止爪
部６２は貫通孔７２Ａを貫通することなく、つまり、係止爪部６２の突出側の先端が係合
筒部７２の開孔内部に配置されており、貫通孔７２Ａの貫通方向以外からの操作によって
は、実質的に、係止爪部６２と係合筒部７２との係合を解除することはできない。
【０１２３】
　コネクタ被覆部材７０は、図３２及び図３３に示されたように、コネクタ被覆部材７０
の蓋部材６０２と反対側の表面が収容部材６０１の蓋部材６０２と反対側の表面よりも蓋
部材６０２側となるように配置されている。
【０１２４】
　コネクタ被覆部材７０は、図９と図１０や図２８等との比較から分かるように、その全
体が基体５０１の保護カバー部５０３によって覆われている。また、コネクタ被覆部材７
０の保護カバー部５０２側の表面と保護カバー５０３のコネクタ被覆部材７０側の表面と
の間隔は、コネクタ被覆部材７０を開孔規制部６０から乖離させるために必要な移動距離
未満である。
【０１２５】
　上記の遊技機１００であれば、主制御装置３７０が回動自在に支持固定されていること
によって、主制御装置３７０を取り外して主制御基板９２０を交換するような不正行為を
抑制でき、また、中間ブロック１０３の背面側の構成や主制御装置３７０の取り外しの痕
跡を容易に確認することができる。また、主制御装置３７０を回動自在に支持固定するた
めに主制御装置３７０が片持ち支持されることとなり、たとえ、主制御装置３７０がずれ
易くなっていたとしても、後ブロック１０４が中間ブロック１０３に対して閉鎖されてい
る閉鎖状態において、コネクタ９９がコネクタ被覆部材７０によって被覆され、更に、コ
ネクタ被覆部材７０が後ブロック１０４の基体５０１（保護カバー部５０３）によって被
覆されていることによって、後ブロック１０４の基体５０１と主制御装置３７０との間か
ら異物を挿入したりしてコネクタ９９とコネクタ９９に接続される配線との間を断線させ
たり（不正接続断線）、同様にして配線自体を断線させたり（不正配線断線）、コネクタ
９９と配線との間で不正な基板（図示せず）を挿入したりして（不正基板挿入）、主制御
基板９２０から送信される信号や主制御基板９２０で受信される受信信号を不正に改変し
たりする不正行為が確実に抑制される。また、主制御装置３７０が回動自在に支持固定さ
れて主制御装置３７０を前面側及び背面側の双方を直視によって目視できることによって
、これらの不正行為も容易に確認することができる。
【０１２６】
　また、上記の遊技機１００であれば、保護カバー部５０３がコネクタ９９の下方に配置
されるＭＰＵ等の主要電子部品（図示せず）の主制御基板９２０からの突出側の前方と異
なる部位のみを覆い、コネクタ被覆部材７０がコネクタ９９における主制御基板９２０か
らの突出側の先端部及び主要電子部品側（下方側）の側部を覆う構成であるために、不正
接続断線、不正配線断線及び不正基板挿入等の不正行為を実行することが更に困難となる
。
【０１２７】
　また、上記の遊技機１００であれば、コネクタ被覆部材７０が開孔規制部材６０に対し
て着脱自在に取着されているために、コネクタ９９と配線との接続状態の変更（コネクタ
から配線の抜脱やコネクタへの配線の挿着）する必要がある正常な保守点検においてその
操作性の低下が抑制される。
【０１２８】
　また、上記の遊技機１００であれば、コネクタ被覆部材７０とコネクタ９９との対向方
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向の間隔が、コネクタ９９から配線を取り外すために必要な距離（挿抜距離）未満である
ために、コネクタ被覆部材７０の装着状態において、コネクタ９９と配線との接続状態の
変更が不能となり、コネクタ９９と配線との間の断線や配線自体の断線、コネクタ９９と
配線との間への不正な基板の挿入が更に困難となる。
【０１２９】
　また、上記の遊技機１００であれば、基体５０１の保護カバー部５０３の一部が開孔規
制部材６０からコネクタ被覆部材７０の離脱させるための移動方向の前方をその移動に必
要な距離未満だけ隔てて覆うために、後ブロック１０４を中間ブロック１０３に対して開
放しなければ、コネクタ被覆部材７０を離脱させることができないために、コネクタ９９
と配線との間の断線や配線自体の断線、コネクタ９９と配線との間への不正な基板の挿入
が更に困難となる。
【０１３０】
　また、上記の遊技機１００であれば、中間ブロック１０３が遊技盤４００に軸受け構造
体１０及び軸構造体２０を介して回動自在に固着された取り付け台３６０を備え、主制御
装置３７０が、軸構造体３０及び軸受け構造体４０からなる支持機構を介して取り付け台
３６０に回動自在に固着されているために、主制御装置３７０及び取り付け台３６０を一
体的に回動させて、主制御装置３７０で覆われている目視できない遊技盤４００の背面側
の構成を簡便に表出させることができる。また、主制御装置３７０のみを回動させて、主
制御装置３７０の裏面を表出させることができるために、主制御装置３７０で覆われてい
る遊技盤４００の背面側の部材の保守点検が簡便に実行でき、また、主制御装置３７０の
裏側に不正な基板が装着されていないかなどを簡便に確認できる。
【０１３１】
　また、上記の遊技機１００であれば、開孔規制部材６０を備えているために、複数個の
コネクタ９９に対する不正行為を簡便に抑制できる。更に機種毎にコネクタ数やコネクタ
形状が異なったとしても、開孔規制部材６０の貫通孔（貫通孔６１Ａ～６１Ｄに相当）の
構成を変化させることで対応できるために汎用性が高くなる。
【０１３２】
　また、上記の遊技機１００であれば、開孔規制部材６０の一対の係止爪部６２とコネク
タ被覆部材７０の一対の係合筒部７２の空洞内における段差との係合によって開孔規制部
材６０からのコネクタ被覆部材７０の装脱を規制するために、開孔規制部材６０からのコ
ネクタ被覆部材７０の装着や離脱が簡便に行える。
【０１３３】
　また、上記の遊技機１００であれば、一対の係止爪部６２の先端が、一対の係合筒部７
２の空洞内に配置されるために、コネクタ被覆部材７０の装着や離脱が後ブロック１０４
を開放した状態において簡便となるが、後ブロック１０４を閉鎖した状態において困難と
なり、コネクタ９９への不正行為の前段として実行されるコネクタ被覆部材７０の取り外
しが抑制され、轢いては、コネクタ９９への不正行為が抑制される。
【０１３４】
　また、上記の遊技機１００であれば、開孔規制部材６０の移動規制部材６４とコネクタ
規制部材７０の移動規制部７４とを備えることによって、コネクタ被覆部材７０の上方側
への移動が制限されるために、コネクタ被覆部材７０をずらしてコネクタ９９やコネクタ
９９に接続されている配線に対して不正な改変を行おうとするような不正行為が抑制され
る。
【０１３５】
　また、上記の遊技機１００であれば、補強壁７４を備えることによって、コネクタ被覆
部材７０に外力を加えてコネクタ被覆部材７０と開孔規制部材６０との係合を破壊しよう
としても、係止爪部６２又は係合筒部７２の破損が抑制される。
【０１３６】
　上記においては、主制御基板９２０に設けられる全てのコネクタ９９に対して本発明の
不正対策を講じる構成について説明したが、本発明においては、主制御基板９２０に設け
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始動入賞装置４４１、第２始動入賞装置４４２、羽根開閉ソレノイド４６２、シャッタ開
閉ソレノイド４６３及び払出制御装置５６０と電気的に接続されるコネクタに対してのみ
適用する構成とすることもできる。
【０１３７】
　上記においては、主制御装置３７０に対して本発明を適用する場合について説明したが
、本発明において、他の制御装置、特に、遊技者による遊技球の獲得に関与する払出制御
装置５６０等の制御装置に適用することもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　本発明は、弾球遊技機、球体やメダルを遊技媒体とする回胴遊技機等の遊技機に適して
いる。
【符号の説明】
【０１３９】
　１０：軸受け構造体
　２０：軸構造体
　３０：軸構造体
　４０：軸受け構造体
　６０：開孔規制部材
　６２：係止爪部
　７０：コネクタ被覆部材
　６３：係合筒部
１００：遊技機
１０２：前ブロック
１０３：中間ブロック
１０４：後ブロック
３０１：基枠
３６０：取り付け台
３７０：主制御装置
３７１：基板ケース
４００：遊技盤
４０１：基体
５０１：基体
５０３：保護カバー部
６０１：収容部材
６０２：蓋部材
９２０：主制御基板
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